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１ この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式

580,125千円(見込額)の募集及び株式525,000千円(見込額)の売出し

(引受人の買取引受による売出し)並びに株式181,125千円(見込額)

の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)については、当社

は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を2026年６月11日に

関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じており

ません。 

したがって、募集の発行価格及び売出しの売出価格等については

今後訂正が行われます。 

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

２ この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内

容のうち「第三部 特別情報」を除いた内容と同一のものでありま

す。 



新株式発行並びに
株式売出届出目論見書

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

チャットプラス株式会社
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本ページ及びこれに続く写真・図表等は、当社の概況等を要約・作成したものであります。詳細は、本文の該当ページをご参照ください。

�
　現代社会は、労働力人口の減少や少子化といった構造的な課題に直面しています。日本をはじめとす
る先進国では、こうした影響により、さまざまな産業で人手不足が深刻化しています。
　また、従来の電話や対面によるコミュニケーションは減少し、人と人とのつながり方も大きく変化しています。
私たちは、こうした社会課題に真摯に向き合い、AI（人工知能）技術を通じて新たな価値を創出してい
きます。AIは業務の効率化にとどまらず、人と人との円滑なコミュニケーションを支援し、心の通い合う
社会の実現にも寄与できると私たちは信じています。
　これからも、テクノロジーと人との調和を大切にしながら、誰もが安心して暮らせる持続可能な未来の
創造に貢献してまいります。

■Our Mission

　当社は、「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現す
る」というミッションのもと、労働力人口の減少や、それに伴うDX推進などの社会的・経営的課題の解
決に資するソリューションとして、SaaSによるサブスクリプション（継続課金）方式のチャットボットシス
テム「ChatPlus」「AI AgentPlus」及びFAQシステム「FAQPlus」の開発・提供を行っております。
　チャットボットシステムは、従来、電話やメールなどの有人対応により実施されていた社内外からの問
い合わせ対応を自動化・省人化することで、企業の業務効率化及び生産性向上を支援するサービスであ
ります。また、導入の容易さと高いコストパフォーマンスを特長としており、多くの顧客企業においてDX
推進の基盤ツールとして活用されています。さらに、WebサイトやECサイト上で訪問者を適切な情報へ
誘導する機能を備えており、マーケティング支援ツールとしても活用されています。これにより、コンバー
ジョン率の向上や運用コストの削減を実現し、顧客企業の収益最大化に貢献しています。加えて、ヘル
プサイトの運用を支援するFAQシステム「FAQPlus」を展開しています。

■事業内容

コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、
AIを駆使した全自動社会を最速で実現する

※LLM：Large Language Models（大規模言語モデル）の略で、大量のテキストデータを学習し、高度な自然言語処理を実現するAI技術

2017年６月期 2018年６月期 2019年６月期 2020年６月期 2020年12月期
決算期変更

（６か月決算）

2021年12月期 2022年12月期 2023年６月期
決算期変更

（６か月決算）

2024年６月期 2025年６月期 2026年６月期
3Q累計

ChatGPT一般公開・生成AI・LLM※の普及

コロナ禍によるテレワークの普及・DX推進

売上高推移と主な沿革

「ChatPlus」に生成AIと連携する

をリリース

AIチャットボットプランを

としてリニューアル
AI AgentPlusと連携するFAQシステムとして

リニューアル

FAQシステム をリリース

チャットボットシステム リリース

AIチャットボットプラン
（現：AI AgentPlus）

■沿革
業界黎明期に当社を設立し、チャットボットシステムを提供
新サービスを段階的にリリースし、継続的に成長

※�チャットボット：「会話（チャット）」と「ロボット（ボット）」を組み合わせた造語で、コンピューターが人間に代わって、主にテキスト
で会話を行う自動会話プログラム
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■事業系統図

※１：�｢ChatPlus」「AI AgentPlus」及び「FAQPlus」のストック型収益は、月契約の月額料金及び年契約の月割分から構成。構成
比は月契約が60.9％、年契約が39.1％。

※２：営業方針は直販を基本とし、代理店契約を希望する企業がある場合のみ、代理店契約を締結。代理店経由の売上高構成比は9.7％。
※３：�｢ChatPlus」「AI AgentPlus」及び「FAQPlus」のフロー型収益は、スポットでの顧客企業の要望に基づく機能追加開発、設

定サポート等。

インフラ
提供

生成AI
連携 サービスの提供

サービスの提供

サービスの提供

スポット・開発

同　3.3％

同　2.9％

販売代理契約※２

インフラ
提供

スポット・追加機能開発

コンテンツ配信サービス等

当社

クラウド
サーバー
提供事業者

AI プラット
フォーム
提供者

クラウド
サーバー
提供事業者

顧客
企業

売上構成比
（2025年６月期）：93.8％

ストック型収益※１

販売
代理店

フロー型収益※３

ストック型収益／フロー型収益

■サービス概要
（1）ChatPlus
　「ChatPlus」は、企業の問い合わせ対応やコミュニケーションの自動化を支援するチャットボットシス
テムであり、業種業態や企業規模問わず幅広いニーズに対応可能な構成を採用しております。本サービ
スは、有人チャット、シナリオ型チャットボット及び自社開発AIを活用したフリーワード型チャットボットの
各機能を備えております。

チャットボット（自動応対）
〇シナリオ型
　●�あらかじめ用意された質問・回答の流れ（シナリオ）
に沿って会話が進むチャットボット。訪問者は選
択肢をクリックして会話を進める

〇フリーワード型
　●�AIを利用して、フリーワードで入力された質問を
解析し、予め用意した回答から最適なものが表示
される

外部連携
　●��LINEやWhatsAppのアプリ画面にチャットを表示し、
ChatPlusで応対を一元管理�

AI分析レポート
　●��シナリオ、フリーワード、有人チャットの応答分析を
AIが実行

　●��総評やアドバイスを分かりやすく表示

有人チャットサポート機能
　●�訪問者からの問い合わせに対し、AIではなく人間の
オペレーターが対応するチャットサービス

　●�複雑な質問や個別対応にも適しており、AIでの対応
が難しい内容を途中から人が引き継ぐ、ハイブリッ
ド型の運用も可能

　●�1人から数百人規模のコンタクトセンター利用に
対応

　●�オペレーターは複数同時応対が可能になり、1対1
の電話より業務効率が向上

効果測定
　●��解決フィードバック（解決した/しない）機能
　●�コンバージョンや離脱ポイントを確認できる仕組み

◇ChatPlusの主な機能（プランにより利用できない機能もあります）
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Word・PDF・URLから自動生
成。手作業での転記・整形が
不要に。初期構築も追加更新
も、わずか数分で完了。

「何を直すべきか」がレポートで
一目瞭然。アクセス分析の時間
を削減し、改善アクションへ。

AIが検索キーワードと類義語を
自動学習。「探せない」クレーム
を防ぎ、メンテナンス作業から
解放。

複数人作成でも品質が統一。
誤字脱字、表記ルール違反を
AIが一括チェック。ダブルチェッ
ク体制が不要。

重複・矛盾・リンク切れを公開
前にブロック。全件目視チェッ
クから解放。

FAQの記事作成

キーワード設定

生成AIと連携し、登録データ※をもとに 
回答を生成するチャットボットシステム

応対 自然な会話
あいまいな質問も質疑の流れを
理解し、回答を生成して自然な
応対を実現

応対 パーソナライズ対応
CRMの会員情報や購入履歴な
ど、訪問者の特性に合わせた案
内が可能

設定 簡単初期設定
事前のシナリオ設定不要
回答の素材となるデータ（パン
フレットや説明書等の既存ファイ
ル）をアップロードするだけで、
AIが適切な回答を生成。

応対 誤回答の抑制
自社開発AIが登録データから質
問に関連する情報を抽出し、そ
の情報をもとに生成AIが文脈に
沿った回答を生成することで誤
回答を抑制

応対 口調・役割設定
導入企業の目的に応じて、共感
型やセールス型などAIの「口調・
役割」を設定することが可能

改善 継続的な業務改善
自動分析機能により、対話履歴
などから有用なデータをレポーテ
ィングし、AIが具体的な改善案
を提示

生成AI非搭載

（設定）
・�事前に決めた条件分岐や会話フローを
導入企業が設定

（応対）
・�事前に設定した選択肢の中から回答
・�決まった回答を行うため、誤情報のリ
スクは低い

・�役割設定不可
（改善）
・�未回答の質問の抽出など定量的な数値
をレポーティング

・�人間がレポートを基に改善を実行

ChatGPT 
等の生成AI 
を活用
ChatPlus
のすべての
機能を包含

コスト１
問い合わせ削減と対応コストの削減
訪問者の自己解決を促進し、問い合わせ件数
及び対応コストを削減。

ナレッジ２
ナレッジの蓄積・対応品質の均一化
属人化していた対応内容をFAQとして蓄積し、
対応品質の均一化を図る。

顧客３
顧客満足度（CS）と顧客体験（CX）の向上
検索キーワードや閲覧データを分析し、顧客
ニーズの把握及びサービス改善につなげる。

従業員４
従業員満足度（ES）向上
自動化による問い合わせ対応の削減により、従
業員の負荷を軽減し、より付加価値の高い業
務へシフト。

導入企業にもたらす効果
FAQPlusの機能

（3）FAQPlus
　「FAQPlus」は、AIがマニュアルなどからヘルプサイトに掲載するFAQ（よくある質問回答の記事）を自
動作成し、その後の記事の管理等まで代替するヘルプサイト運用サービスです。
　ヘルプサイト運用後も、情報が更新される度に記事の修正を加えるなどの管理業務をAIが代替してくれ
るため、管理担当者の労力を抑制しつつ、利用者が迷わず答えにたどり着けるヘルプサイトを運用するこ
とを支援するFAQシステムです。

（2）AI AgentPlus
　「AI AgentPlus」は、「ChatPlus」が提供するチャットボットとChatGPT等の生成AIを連携することで、
フリーワードによる複雑な問い合わせの意図を適切に理解し、登録データからその場で回答を生成する
チャットボットシステムです。
　また、応対品質の向上に加え、チャットボットシステムの初期設定や対話履歴に基づく改善案作成など
の運用業務を「AI AgentPlus」が実行します。
　「AI AgentPlus」は「ChatPlus」のすべての機能を包含しており、以下の特徴を有しています。

ChatPlusとAI AgentPlusの比較

※：導入企業が、AIによる回答生成時の素材としてアップロードするデータ（パンフレットや説明書等の商品・サービス等に関するデータ）。

改善施策立案工数

公開前チェック工数 品質チェック工数
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5,017 

5,517 

6,047 

6,744 

7,212 

7,581 

7,883

8,251 

8,590 

8,716 

8,622 

8,409 

8,103 

7,735 

7,509 

7,170 

6,875 

6,494 

5,978 

5,584 

5,275 

5,028 

4,793 

4,529 

今後10年間の就業者数減少の影響を相殺するには、
年間16兆円程度の省人化投資が必要※2

1995年
8,716万人

ピーク
2025年
7,170万人△17.6％

推計

75歳以上 65～74歳 15～64歳（生産年齢人口） 0～14歳

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

生産年齢人口※１推移 （万人）

■市場規模・外部環境
労働力不足
　生産年齢人口の減少を背景に人手不足が深刻化し、企業におけるDX及び業務効率化ニーズが拡大
しております。

当社
関連領域

2026年度新規導入可能性2023年度 新規導入可能性

電子契約／契約管理
AI／機械学習プラットフォーム
5G（パブリック）
IoT
ITサービス管理
チャットボット／チャットサポート
ハイブリッドクラウド
SFA／営業支援強化

エッジコンピューティング
ローカル５G

出典：ITR『IT投資動向調査2023』 出典：ITR『IT投資動向調査2026』

VR／AR／MR

エッジコンピューティング
予算／プロジェクト管理

PssS
iPaaS

RPA

チャットボット／チャットサポート
生成AI
AI支援開発
AI／機械学習プラットフォーム1位

2位
3位
4位
5位

7位
8位
9位
10位

6位

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

チャットボットの注目の高まり
　市場全体における生成AI活用の拡大を背景に、企業のチャットボットへの投資意欲も高まっております。

利便性の高いコミュニケーションツールが主流化

消費者コミュニケーション手段の変化 企業側の変化への対応

郵送 訪問 電話 FAX

 デジタルネイティブ世代の増加
 チャット・SNSの普及
 通話の高いハードル
 場所や時間の制約

 チャット・メッセージ中心のコミュニケーションにシフト
 非同期（自分のペース）でやりとりできる仕組みの導入
 電話依存からの脱却・窓口業務の効率化
 24時間・場所を問わないサポート体制の効率化

チャット WEB FAQ

コミュニケーション手段の変化
　従来主要だった電話等のコミュニケーション手段から、SNS等の普及の流れでより気軽にコミュニケー
ションが可能なチャット等の非同期ツールが主流になっております。

※１：出典　内閣府（2022）「令和4年版高齢社会白書」
※２：出典　大和総研「2023 資本ストックの『量』『質』『偏在』の改善と省人化投資で供給力強化を」
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DX市場推移・自動対話システム市場推移
　DX市場の拡大に伴い、企業の業務効率化ニーズが高まり、当社が属する自動対話システム市場も
拡大しております。

チャットボットシステム導入の効果
　社会的背景・企業課題が変化する中で、問い合わせ対応の効率化と顧客体験向上をもたらすチャット
コミュニケーションのニーズが高まっております。

ChatPlus・AI AgentPlusがもたらす効果
コスト 顧客 データ活用 営業 従業員

コスト削減と
生産性向上

顧客満足度（CS）と
顧客体験（CX）の向上

顧客インサイト獲得
と機会創出

商談化促進と
成約率向上

従業員満足度
（ES）向上

定型対応を自動化
し、オペレーター負
担や新人研修コスト
を削減。深夜・休
日対応も可能で働き
方改革に寄与。

24時間365日即応
で待ち時間を解消
し、均一で高品質な
応対により顧客ロイ
ヤリティを向上。

対話履歴の分析で
潜在ニーズや課題を
把握し、Web改善や
マーケティング施策
の精度向上に活用。

訪問者の疑問や不
安を即時解消し購買
意欲を維持。関連
商品提案で販路拡
大と営業負担軽減を
両立。

社内定型問い合わせ
をAIが一次対応し、社
内担当者は専門業務
に集中可能。迅速な
情報取得と業務負荷
軽減で働きがい向上。

問い合わせ対応の効率化と顧客体験向上を両立する手段として、
チャットコミュニケーションの導入が進む

社会的背景 企業の課題

⚫�労働人口の減少による生産性向上の課題
⚫�DX推進により、企業の顧客接点のデジタ
ル化が加速
⚫�電話よりも手軽なデジタル問い合わせを
好む行動変化

⚫�問い合わせ対応コストの増加
⚫�電話対応の待ち時間による顧客満足度
の低下

⚫�人員確保と教育の難しさ

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030（年度）

（億円）

9兆2,666億円

5兆2,759億円

CAGR
9.8%

（億円）
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200

300

400

500

600

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030（年度）

182億円

508億円
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18.6%

※１：富士キメラ総研『2025 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望 市場編』
※２：�デロイト トーマツ ミック経済研究所『自動対話システム市場の現状と展望 2026年版』2026年３月発行　https://mic-r.co.jp/mr/03720/

デジタルトランスフォーメーション（DX）市場推移※1 自動対話システム市場推移※2
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株式会社ドーム

■競争優位性

メーカー
食品
製薬

サービス 教育

不動産
建設

保険

運輸

IT・
情報通信

小売

※：アカウント数はサービス別に集計。例えば、ChatPlusユーザーがFAQPlusを利用する場合は、FAQPlusも１アカウントとして集計

2025年６月末時点アカウント数（※） 2,328件

■導入企業
業種・業態・規模を問わないサービスラインナップによる豊富な導入実績

● �導入支援から導入後のフォローまで一貫したサポート体制を整え、顧客ニーズを的確
に把握できる体制を構築

● �細かな顧客ニーズを的確に把握し、適時に開発チームと連携することで、機能改善 
サイクルを確立

顧客ニーズを迅速に反映する開発体制
企画から改善までを一体で回す体制により、迅速に顧客価値を高め続ける仕組みを構築１

● �導入企業に寄り添う伴走体制のもと、継続的な機能改善を重ねることで拡充してきた
豊富な機能

● �長年にわたり顧客ニーズに応え続けてきた開発体制が、今後の機能拡充・新サービス
開発の源泉

⻑年の実績に基づく豊富な機能
⻑年の運営で構築した豊富な機能により、顧客の多様な用途に対応可能２

● �複数の料金プランを用意し、用途や企業規模、予算に合わせて無理なく導入可能
● �問い合わせ対応の効率化やWeb接客の強化、コンタクトセンター利用など、幅広い 

用途で活用可能

幅広い価格帯と用途展開
多様なニーズに対応し、中小企業から大手企業まで導入可能なサービス体制3
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（注）	１．第５期は、決算期変更により2020年７月１日から2020年12月31日までの６ヶ月間となっております。
	 ２．第８期は、決算期変更により2023年１月１日から2023年６月30日までの６ヶ月間となっております。
	 ３．�当社は、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。そこで、第５期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、上記「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期（四半期）純利益」を算定しております。

売上高� （単位：千円） 純資産額／総資産額� （単位：千円）

当期（四半期）純利益� （単位：千円） １株当たり当期（四半期）純利益� （単位：円）

経常利益� （単位：千円） １株当たり純資産額� （単位：円）

912,477912,477

386,978386,978
507,971507,971

310,314310,314

1,021,7231,021,723

749,483749,483
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【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年６月11日

【会社名】 チャットプラス株式会社

【英訳名】 ChatPlus Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大江 繭子

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

【電話番号】 050-8882-5558(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理部長 森下 俊光

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

【電話番号】 050-8882-5558(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理部長 森下 俊光

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額

ブックビルディング方式による募集 580,125,000円

売出金額

(引受人の買取引受による売出し)

ブックビルディング方式による売出し 525,000,000円

(オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し 181,125,000円

(注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(会社法

上の払込金額の総額)であり、売出金額は、有価証券届出書

提出時における見込額であります。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】

種類 発行数(株) 内容

普通株式 650,000(注)２
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準
となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(注) １．2026年６月11日開催の取締役会決議によっております。

２．発行数については、2026年６月25日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

４．上記とは別に、2026年６月11日開催の取締役会において、丸三証券株式会社を割当先とする第三者割当増資

を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。
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２ 【募集の方法】

2026年７月６日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」

欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受

価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2026年６月25日開催予定の取

締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当

社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受

手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246

条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投

資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価

格で行います。

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集 ― ― ―

入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―

ブックビルディング方式 650,000 580,125,000 313,950,000

計(総発行株式) 650,000 580,125,000 313,950,000

(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて

おります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2026年６月11日開催の取締役会決議に基づき、

2026年７月６日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される

資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり

ます。

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,050円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見

込額)は682,500,000円となります。

６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件

(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を

勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロ

ットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下

さい。

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出

しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】

(1) 【入札方式】

① 【入札による募集】

該当事項はありません。

② 【入札によらない募集】

該当事項はありません。

(2)【ブックビルディング方式】

発行価格
(円)

引受価額
(円)

払込金額
(円)

資本
組入額
(円)

申込株
数単位
(株)

申込期間
申込

証拠金
(円)

払込期日

未定
(注)１

未定
(注)１

未定
(注)２

未定
(注)３

100
自 2026年７月７日(火)
至 2026年７月10日(金)

未定
(注)４

2026年７月14日(火)

(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、2026年６月25日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク

等を総合的に勘案した上で、2026年７月６日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、2026年６月25日開催予定の取締役会において決定される予定であ

ります。また、「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2026年７月

６日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手

取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2026年６月11日開催の取締役会において、

増加する資本金の額は2026年７月６日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１

項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加

する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込

期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、2026年７月15日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係

る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従

い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、2026年６月29日から2026年７月３日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として

需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分

に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各

社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

① 【申込取扱場所】

後記「４ 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込

みの取扱いをいたします。

② 【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行 日本橋支店 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
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４ 【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数

(株)
引受けの条件

丸三証券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

岡三証券株式会社

東海東京証券株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

マネックス証券株式会社

松井証券株式会社

楽天証券株式会社

岩井コスモ証券株式会社

極東証券株式会社

東洋証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目３番６

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

東京都港区六本木一丁目６番１号

東京都港区赤坂一丁目12番32号

東京都千代田区麹町一丁目４番地

東京都港区南青山二丁目６番21号

大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号

東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号

未定

１．買取引受けにより

ます。

２．引受人は新株式払

込金として、2026

年７月14日までに

払込取扱場所へ引

受価額と同額を払

込むことといたし

ます。

３．引受手数料は支払

われません。ただ

し、発行価格と引

受価額との差額の

総額は引受人の手

取金となります。

計 ― 650,000 ―

(注) １．引受株式数は、2026年６月25日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

２．上記引受人と発行価格決定日(2026年７月６日)に元引受契約を締結する予定であります。

３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に委託販売する方針であります。
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５ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

627,900,000 12,000,000 615,900,000

(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額

の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,050円)を基礎として算出した見込額であり

ます。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(2) 【手取金の使途】

当社では、労働力人口の減少や、それに伴うDXの推進等の社会的・経営的課題の解決に資するソリューションと

して、SaaS型のサブスクリプション(継続課金)方式によるチャットボットシステム「ChatPlus」「AI AgentPlus」

及びFAQシステム「FAQPlus」の開発・提供を行っております。

当社は、これらのサービスの価値の維持・向上を図るとともに、高機能な上位プランの訴求力を高めることで、

受注率の向上に加え、ARPA(１アカウントあたりの年間収益)の向上及び解約率の低減を推進してまいります。さら

に、サービス競争力を強化するとともに、見込顧客数の拡大を図るための投資を行うことで、LTV(顧客生涯価値)の

向上の実現を目指してまいります。

上記の手取概算額615百万円及び「１ 新規発行株式」の(注)４．に記載の第三者割当増資による手取概算額166百

万円を合わせた、手取概算額合計上限782百万円については、①機能強化・機能追加開発・新技術の研究開発、②人

材投資、③販売促進活動に充当する予定であり、具体的には以下のとおりであります。

① 機能強化・機能追加開発・新技術の研究開発

AIによる自動化が可能な範囲を段階的に拡大するための開発、並びに競合他社及び市場ニーズを踏まえた機能開

発を促進するため、プロジェクトマネージャーの人件費・外部委託費、最新の生成AI等に関する研究開発費として、

307百万円(2027年６月期に65百万円、2028年６月期に65百万円、2029年６月期以降に177百万円)を充当する予定で

す。

② 人材投資

営業部では、営業力強化を目的としたインサイドセールス及びフィールドセールスの中途採用並びに中長期的な

成長を実現するための新卒採用に係る人件費として、開発部では、既存機能の拡張及び不具合の修正を迅速に行う

体制を維持するための新卒採用を中心とした人件費として、合計で225百万円(2027年６月期に35百万円、2028年６

月期に70百万円、2029年６月期以降に120百万円)を充当する予定です。

③ 販売促進活動

株式上場後のさらなる知名度向上及び採用強化を目的として、リスティング広告やコンテンツ制作、マス広告等

を活用したブランディング施策に係る販売促進費として、250百万円(2027年６月期に60百万円、2028年６月期に60

百万円、2029年６月期以降に130百万円)を充当する予定です。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

2026年７月６日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引

受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」

において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価

格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引

受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金

といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

―
入札方式のうち入札
による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち入札
によらない売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

500,000 525,000,000

東京都千代田区
大江 繭子

300,000株
神奈川県藤沢市
西田 厚生

120,000株
神奈川県藤沢市
西田 幸子

80,000株

計(総売出株式) ― 500,000 525,000,000 ―

(注)１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお

ります。

２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,050円)で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一

であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに

よる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる

売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ

いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。



― 8 ―

２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格
(円)

引受価額
(円)

申込期間
申込株
数単位
(株)

申込証拠金
(円)

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定
(注)１
(注)２

未定
(注)２

自 2026年
７月７日(火)
至 2026年
７月10日(金)

100
未定

(注)２
引受人の本支店
及び営業所

東京都千代田区麹町三丁目
３番６
丸三証券株式会社

未定
(注)３

(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と

同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、

申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。

３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出

価格決定日(2026年７月６日)に決定する予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額

は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構

の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う

ことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記

載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

―
入札方式のうち
入札による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち
入札によらない売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

172,500 181,125,000
東京都千代田区麹町三丁目３番６
丸三証券株式会社 172,500株

計(総売出株式) ― 172,500 181,125,000 ―

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

況を勘案し、丸三証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し

に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま

す。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2026年６月11日開催の取締役会において、丸三

証券株式会社を割当先とする当社普通株式172,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、丸

三証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限

とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお

ります。

４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,050円)で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一

であります。

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格
(円)

申込期間
申込株
数単位
(株)

申込証拠金
(円)

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定
(注)１

自 2026年
７月７日(火)
至 2026年
７月10日(金)

100
未定
(注)１

丸三証券株式会社の
本支店及び営業所

― ―

(注)１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ

れぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけませ

ん。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ

ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に

従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．丸三証券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の

(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１．東京証券取引所グロース市場への上場について

当社は、「第１ 募集要項」における新規発行株式及び「第２ 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式

について、丸三証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である大江繭子(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる株式であります。これに関連

して、当社は、2026年６月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式172,500株の第三者

割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の

募集事項については、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の数 当社普通株式 172,500株

(2) 募集株式の払込金額 未定 (注)１

(3)
増加する資本金及び資本準備金
に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に
基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。 (注)２

(4) 払込期日 2026年８月13日(木)

(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2026年６月25日開催予定の取締役会において決定される予定

の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま

す。

２．割当価格は、2026年７月６日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同

一とする予定であります。

また、主幹事会社は、2026年７月15日から2026年８月７日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、

東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取

引を行う場合があります。

主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じ

ない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、

その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない

場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を

全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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３．ロックアップについて

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である大江繭子、売出人である西田厚

生、西田幸子及び当社の株主であるマネーストレージ株式会社、赤松哲典、古市直子、西田大翔、西田美朝及び当社

新株予約権者である24名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目の2027年１月10

日までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株

式の売却(但し、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸

し渡すこと等を除く。)等を行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式

の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付

与された有価証券の発行(但し、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロ

ットメントによる売出しに関連し、2026年６月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とす

る第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容

を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

上記の他、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集

株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部

株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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第二部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年６月 2024年６月 2025年６月

売上高 (千円) 121,764 386,978 507,971 310,314 749,483 1,021,723

経常利益 (千円) 8,585 42,880 34,588 4,820 162,025 369,074

当期純利益 (千円) 6,037 24,411 26,562 6,381 105,393 246,051

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － － － － －

資本金 (千円) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

発行済株式総数 (株) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

純資産額 (千円) 21,904 46,316 72,878 79,260 184,654 418,705

総資産額 (千円) 114,897 198,875 311,588 398,350 635,515 953,794

１株当たり純資産額 (円) 1,095.24 2,315.81 3,643.94 3,963.02 46.16 104.68

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
－ － － － 600.0 600.0

(－) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 (円) 301.89 1,220.57 1,328.13 319.08 26.35 61.51

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － － －

自己資本比率 (％) 19.1 23.3 23.4 19.9 29.1 43.9

自己資本利益率 (％) 32.0 71.6 44.6 8.4 79.9 81.6

株価収益率 (倍) － － － － － －

配当性向 (％) － － － － 11.4 4.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － 199,126 409,984

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － △101,032 △10,060

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － － 45,026 △85,221

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) － － － － 374,655 689,358

従業員数
〔外、平均臨時雇用者
数〕

(名)
10 18 17 22 21 18

〔7〕 〔6〕 〔5〕 〔4〕 〔7〕 〔6〕

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年３月31日)等を第７期の期首から適用しており、

第７期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

５．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
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６．2020年12月23日開催の臨時株主総会決議により、第５期の決算期を６月30日から12月31日に変更しました。

従って、第５期は決算期変更により2020年７月１日から2020年12月31日までの６ヶ月間となっております。

７．2023年６月23日開催の臨時株主総会決議により、第８期の決算期を12月31日から６月30日に変更しました。

従って、第８期は、決算期変更により2023年１月１日から2023年６月30日までの６ヶ月間となっておりま

す。

８．第８期の当期純利益の大幅な減少要因は、６ヶ月決算であることに加え、過年度分を含めて役員退職慰労引

当金を計上したことによるものです。なお、役員退職慰労金規程は2024年４月に廃止しております。

９．第５期から第８期の財務諸表については、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した

各数値を記載しております。また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定によ

る監査を受けておりません。

10．第９期及び第10期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、みおぎ監査

法人により監査を受けております。

11．第５期、第６期、第７期、第８期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッ

シュ・フローに係る各項目については記載しておりません。

12．2025年12月８日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。第９期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

13．従業員数は就業人員であり、臨時の雇用者数の年間平均雇用人数は［ ］に外書で記載しております。

14．2025年12月８日付で普通株式１株につき普通株式200株の分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請

のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に

基づき、第５期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考ま

でに掲げると以下のとおりとなります。なお、第５期、第６期、第７期及び第８期の数値(１株当たり配当

額については全ての数値)については、みおぎ監査法人の監査を受けておりません。

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年６月 2024年６月 2025年６月

１株当たり純資産額 (円) 5.48 11.58 18.22 19.82 46.16 104.68

１株当たり当期純利益 (円) 1.51 6.10 6.64 1.60 26.35 61.51

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － － －

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
－

(－)
－

(－)
－

(－)
－

(－)
3.0

(－)
3.0

(－)
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２ 【沿革】

年月 概要

2016年８月 チャットボットシステム(注１)の開発・提供を目的として、東京都千代田区丸の内に当社を
設立(資本金10,000千円)

2016年８月 SaaS(注２)によるチャットボットシステム「ChatPlus」(有人対応型)をリリース

2017年１月 「ChatPlus」にシナリオ型チャットボット(注３)機能を実装

2017年６月 プライバシーマークの認証を取得

2018年７月 本社を東京都中央区京橋に移転

2020年３月 本社を東京都千代田区神田神保町に移転

2021年１月 ISO27001(ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得

2021年８月 株式会社ネットシーズよりSaaS事業であるコンテンツ企画制作配信事業を譲受(注４)

2022年３月 本社を東京都千代田区西神田に移転

2023年２月 「ChatPlus」に生成AI(OpenAI社が提供するGPT-3.5)(注５)を連携した生成AI型「AIチャット
ボットプラン」をリリース

2023年11月 「AIチャットボットプラン」に改良版AIモデル「GPT-4Turbo」と連携する機能をリリース

2024年２月 本社を東京都千代田区丸の内に移転

2024年５月 「AIチャットボットプラン」に次世代AIモデル「GPT-4o(GPT-4Omni)」と連携する機能をリリ
ース

2024年10月 FAQシステム(注６)に特化した「FAQPlus」をリリース

2025年８月 「AIチャットボットプラン」に「GPT-５」を取り入れた最適化モデルをリリース

2025年10月 OpenAI,LLCとゼロデータ保持等のデータ管理機能を備えたエンタープライズ契約を締結

2025年10月 「FAQPlus」を、「AIチャットボットプラン」と連携可能なFAQシステムとしてリニューアル

2025年12月 「AIチャットボットプラン」を「AI AgentPlus」としてリニューアル

注 １：チャットボットシステムとは、「会話(チャット)」と「ロボット(ボット)」を組み合わせた造語で、コンピ

ューターが人間に代わって、主にテキストで会話を行う自動会話プログラム。

２：Software as a Serviceの略称。サービスの提供者がソフトウエア・アプリケーションの機能をクラウド経由

で提供し、顧客企業側はネットワーク経由で利用する形態のサービス。

３：Webサイト訪問者に複数の選択肢(ボタンなど)を提示し、選ばれた内容に応じて、あらかじめ設定された回答

や次の質問を自動表示する仕組みのこと。

４：株式会社ネットシーズは、当社前代表取締役社長の西田省人が設立した会社。コンテンツ企画制作配信事業

では、占い等のコンテンツを、コンバージョンを目的として媒体運営会社へ提供。現在も当社にてコンテン

ツ配信サービスとして運営。

５：生成AIとは文章、画像、動画等の様々なコンテンツを生み出すことができる人工知能。代表的な生成AIとし

てLLM(Large Language Model/大規模言語モデルの略で、大量のテキストデータを学習し、高度な自然言語処

理を実現するAI技術)がある。

６：FAQ(Frequently Asked Questions)システムとは、頻繁に尋ねられる質問とその回答をデータベース化し、検

索可能な形で提供する仕組み。
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３ 【事業の内容】

当社は、「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現する」という

ミッションのもと、労働力人口の減少や、それに伴うDX(注１)推進などの社会的・経営的課題の解決に資するソリュ

ーションとして、SaaSによるサブスクリプション(継続課金)方式のチャットボットシステム「ChatPlus」「AI

AgentPlus」及びFAQシステム「FAQPlus」の開発・提供を行っております。

チャットボットシステムは、従来、電話やメールなどの有人対応により実施されていた社内外からの問合せ対応を

自動化・省人化することで、企業の業務効率化及び生産性向上を支援するサービスであります。また、導入の容易さ

と高いコストパフォーマンスを特長としており、多くの顧客企業においてDX推進の基盤ツールとして活用されていま

す。さらに、WebサイトやECサイト上で訪問者を適切な情報へ誘導する機能を備えており、マーケティング支援ツール

としても活用されています。これにより、コンバージョン率の向上や運用コストの削減を実現し、顧客企業の収益最

大化に貢献しています。加えて、ヘルプサイトを構築するFAQシステム「FAQPlus」を展開しています。

チャットボットシステム及びFAQシステムの売上高が当社売上高に占める割合は97.1％(2025年６月期)です。

その他、当社は同じくSaaS方式にて、Webメディア向けのコンテンツ配信サービスを展開しております。コンテンツ

配信サービスは、占い等のコンテンツを通じて、訪問者の再訪を促し、訪問のきっかけを創出するとともに、コンバ

ージョン率向上を目的として、媒体運営会社向けに提供する事業となります。コンテンツ配信サービスの売上高が当

社売上高に占める割合は2.9％(2025年６月期)です。

なお、当社の報告セグメントは「SaaSソリューション事業」の単一セグメントであり、セグメント別の記載は行っ

ておりません。当社の主力サービスであるチャットボットシステム及びFAQシステムの概要等は以下のとおりです。

(1) チャットボットシステム(「ChatPlus」「AI AgentPlus」)

① 当社チャットボットシステムの特徴

特徴カテゴリ 内容

柔軟なプラン構成 ・利用目的(社内利用、社外問合せ応対)や予算に応じて選択
可能な複数の料金プランを用意

・利用状況や事業フェーズに応じてプラン変更が柔軟に可能
直感的なシナリオ設定及びマルチモー
ダル対応

・様々な問合せやカスタマージャーニー（購買行動における
顧客の一連の体験プロセス）などに応じたチャットシナリ
オを自由に設計可能

・テキスト、画像、動画、フォームなど多様なコンテンツを
統合して対応するマルチモーダル

導入ハードルの低さ ・10日間の無償トライアルの提供
・１ヶ月単位から導入可能
・初期費用や最低利用期間なし

先進技術の活用 ・生成AIをはじめとした先進技術を積極的に活用
・自社独自の自然言語処理技術を継続的に開発・適用
・ハルシネーション(注２)の少ない高精度の応答を実現

万全のサポート体制及びカスタマーサ
クセス活動(注３)等に基づく追加機能
開発

・利用目的に応じた適切なオンボーディング(新規顧客企業
がチャットボットシステムの機能や使用方法を理解し、最
大限に利用できるようにする導入プロセス)を提供する万
全のサポート体制

・豊富なノウハウに基づく活用提案など顧客企業に伴走する
カスタマーサクセス活動

・顧客企業からの要望やフィードバックを反映した継続的な
機能追加開発

セキュリティ対策を実施した利用環境 ・AWS環境での運用による安全性の確保
・プライバシーマーク、ISMS(ISO27001)認証取得済み
・WAF(Web Application Firewall)の導入

チャットボットシステムは、主に以下の利用シーンで活用されています。

社内利用…社内規程・マニュアル案内、ナレッジ共有

社外利用…サービス・利用案内、製品案内、予約受付、ITサポートサービス、施設案内、新規見込顧客申込獲

得、EC購入支援、自治体住民サービス・各種手続案内
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② 「ChatPlus」の概要

「ChatPlus」は、企業の問合せ対応やコミュニケーションの自動化を支援するチャットボットであり、業種業態

や企業規模問わず幅広いニーズに対応可能なフォーマットを採用しております。本サービスは、有人チャット、シ

ナリオ型チャットボット及び自社開発AIを活用したフリーワード型チャットボットの各機能を備えております。

有人チャットとは、訪問者からの問合せに対してAIではなく人間のオペレーターが対応するチャットサービスで

す。丁寧で柔軟な応対、複雑・イレギュラーな質問への対応も可能になるというメリットがあります。また、AIが

対応できない内容について途中から人間が引き継ぐハイブリッド型の運用を行うことも可能です。有人チャットに

おいては、１名から数百名規模のコールセンター運用に対応するとともに、オペレーター向けのナレッジ管理機能

を活用することで教育負担の軽減を図っております。また、定型文入力により業務負荷を軽減し、オペレーターは

複数同時応対を可能とすることで、電話による１対１の応対と比較して業務効率の向上に寄与しております。

シナリオ型チャットボットは、あらかじめ設定された質問及び回答の流れに基づき、利用者が選択肢を通じて対

話を進める仕組みであり、定型的な問合せへの効率的な自動応対を実現しております。

フリーワード型チャットボットは、自社開発AIにより、訪問者が自由入力した質問内容を解析し、あらかじめ登

録されたFAQやナレッジデータとの関連性に基づいて最適な回答を抽出・提示します。これにより、想定された質問

形式に限定されることなく、多様な表現による問合せにも対応可能です。また、回答は登録した回答文から行うこ

とで、回答の正確性及び一貫性の確保を図っております。

その他以下の機能を有しております。

機能 内容

AI分析レポート 有人チャット、シナリオ型、フリーワード型の応対分析をAIが実

行。

総評やアドバイスを分かりやすく表示する。

効果測定 解決フィードバック(解決した/しない)機能。

コンバージョンや離脱ポイントを確認できる仕組み。

チケット チャットで受けた問合せを「案件(タスク)」として記録・管理す

る仕組。

チャットの応対の続きや、営業時間外の問合せをメールで応対・

管理できる。

問合せ例 ：「注文した商品が届いていない」

チケット化 件名：配送遅延の問合せ

ステータス：対応中

優先度：中

内容：配送状況の顧客への対応が必要

外部連携 LINEやWhatsAppのアプリ画面にチャットを表示し、「ChatPlus」

で応対を一元管理できる。

顧客企業の予算やニーズに応じて、月額1,980円から88,000円(月契約の場合)の範囲で、上記機能を利用可能な各

種プランを提供しております。
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③ 「AI AgentPlus」の概要

「AI AgentPlus」(旧AIチャットボットプラン)は、「ChatPlus」にChatGPT等の生成AIを連携し、登録済みの回答

に加えてその場で最適な文章を生成することで、訪問者からの複雑な問合せや多様な表現にも対応し、自然な対話

による応対を実現するチャットボットです。

また、「ChatPlus」が提供する多様なシナリオ型の表現・制御機能と組み合わせることで、AIによる正確で快適

なコミュニケーションを実現しています。「AI AgentPlus」は「ChatPlus」のすべての機能を包含しており、以下

の特徴を有しています。

特徴 内容

＜設定＞初期設定が簡単 回答の素材となるデータ(パンフレットや説明書等の既存ファイ

ル)をアップロードするだけで、AIが適切な回答を生成。

＜応対＞自然な会話 曖昧な質問も質疑の流れを理解し、自然な応対を実現。

＜応対＞パーソナライズ回答 CRMの会員情報や購入履歴などを参照し、訪問者の特性に合わせ

た案内が可能。

＜応対＞誤回答の抑制 自社開発AIが登録データから質問に関連する情報を抽出し、そ

の情報をもとに生成AIが文脈に沿った回答を生成することで、

誤回答を抑制。

＜応対＞口調・役割設定 導入企業の目的に応じて、共感型やセールス型などAIの「口

調・役割」を設定することが可能。

＜改善＞継続的な業務改善 自動分析機能により、対話履歴などから有用なデータをレポー

ティングし、AIが具体的な改善案を提示。

「AI AgentPlus」は、月額170,000円(月契約の場合)から、利用可能です。

「AI AgentPlus」は、自社開発AI及びChatGPT等の生成AIを併用することにより、訪問者からの複雑な問合せや多

様な表現を解析し、自然な対話による応対を実現するサービスです。一般的な生成AIは、広範な学習データをもと

に柔軟な回答生成が可能である一方、学習データに依拠しない推論により事実と異なる内容を生成するリスク(いわ

ゆるハルシネーション)を内在しています。これに対して、自社開発AIは、顧客企業の登録データ(回答生成の際の

素材として顧客企業が設定する商品・サービス等に関するデータ)の中から質問内容と意味が近い情報を探し出し、

その情報をもとに連携する生成AIが回答を生成する仕組みを採用しています。また、顧客企業で蓄積したナレッジ

や応対ノウハウをもとに、チャットに適した情報を優先的に抽出しております。これにより、文脈に沿った適切な

回答を実現するとともに、回答は登録データに限定し、不明な内容は回答を控えることで誤回答の発生を抑制して

います。

今後は、連携可能な外部システムの拡充や、自律的にタスクを実行する機能を開発し、業務の効率化・最適化を

推進します。

当社チャットボットシステムは、利用目的、業種・業態、企業規模を問わず導入可能な全方位型サービスとして

提供しており、スタートアップやIT人材の確保が難しい中小企業から大手企業まで幅広い顧客層に導入されており

ます。すべてのサービス・プランで、ヘルプサイト・チャット・メール・Web会議・電話等を通じたサポート体制を

提供しており、無償トライアル、利用目的に応じたプラン・機能の提案、導入支援、運用後のカスタマーサクセス

活動まで一貫した支援を可能としています。こうした取組みにより、当社サービスは、「ITreview Grid Award」

(注４)の継続受賞や、「The Best Software TOP100」(注５)への選出など、第三者機関による評価を獲得しており

ます。
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④ チャットボットシステムの経営効果

チャットボットシステムは、単なるコスト削減や生産性向上を目的としたIT投資ではなく、生成AI等を活用して

訪問者への問合せ対応や設定サポートを自動化し、併せて社内ヘルプデスク業務の効率化を実現することで、顧客

企業の業務プロセスを改善し、DXを推進するソリューションです。具体的には、顧客満足度(CS)と顧客体験(CX)の

向上、インサイト獲得(注６)と機会創出、商談化促進と成約率向上、さらには従業員満足度(ES)の向上など様々な

経営効果をもたらすものと考えております。

経営効果 内容

コスト削減と生産性向上 定型対応を自動化し、オペレーター負担や新人研修コストを削減。深

夜・休日対応も可能で働き方改革に寄与。

顧客満足度(CS)と顧客体験(CX)の

向上

24時間365日即応で待ち時間を解消し、均一で高品質な応対により顧客

ロイヤルティを向上。

顧客インサイト獲得と機会創出 対話履歴の分析で潜在ニーズや課題を把握し、Webに掲載する内容の改

善やマーケティング施策の精度向上に活用。

商談化促進と成約率向上 疑問や不安を即時解消し購買意欲を維持。関連商品提案や多言語対応で

販路拡大と営業負担軽減を両立。

従業員満足度(ES)の向上 社内定型問合せをAIが一次対応し、担当者は専門業務に集中可能。迅速

な情報取得と業務負荷軽減で働きがい向上。

(2) FAQシステム(「FAQPlus」)

① FAQシステムの概要

「FAQPlus」とは、よくある質問・回答の記事※を作成・整理・管理し、利用者が迷わず答えにたどり着けるよう

にするヘルプサイト運用サービスです。

FAQシステムは、チャットボットシステムと比較して、自ら迅速に回答を探したい自主解決志向の訪問者に利用さ

れます。チャットボットシステムとの主な相違点は以下のとおりであり、利用方法の違いから、異なる顧客基盤の

拡大が可能です。

※記事作成では、通常、問合せ・検索ログ及びサポート対応内容等を基に訪問者のニーズを把握し、FAQ記事の作

成及びカテゴリ(アカウント設定等)・タグ設定(検索キーワード：パスワード・ログイン等)を行い、ヘルプサイト

へ登録します。「FAQPlus」では社内ナレッジ(社内資料、URL、チャット履歴、音声データ等)を活用した記事の自

動生成並びにカテゴリ及びタグの自動振分けにより、管理者の負担軽減を図っております。さらに、公開後も検索

ログ等の分析を通じて継続的な改善を行い、訪問者の自己解決率向上を図っております。

チャットボットシステム FAQシステム

訪問者のニーズ ・問合せ内容が複雑

・何を調べていいか分からない

・FAQで解決できなかった

・答えを出してほしい

・すぐに解決したい

・問合せるのが面倒

・簡単な疑問(ログイン方法など)

・自己解決を好む

導入企業から訪問者への

提供形式

会話(チャット) FAQページ(検索・閲覧)

解決方法 対話しながら解決 訪問者自身が検索して解決

強み ・膨大な情報の中から、会話形式で

課題を絞り込むため、訪問者が自力

で検索ワードを考える負担を削減

・能動的にチャットボットが訪問者

に話しかけ、課題解決を図るため顧

客の満足度向上

多くの情報を整理して掲載できるため、

複雑な仕様や複数の手順を一度に把握

することが可能
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チャットボットシステム FAQシステム

弱み シナリオ外の質問や、参照データの

不足により、適切な回答を生成でき

ない場合がある

訪問者が自らFAQページにアクセスして

検索しない限り、解決を助けることが

出来ない

当社が提供する「FAQPlus」は、自動カテゴリ・タグ設定やキーワードのサジェスト機能等により高い検索性を備

えており、訪問者が求める回答へ迅速かつ正確に導く仕組みを有しています。これにより、訪問者の満足度向上と

ともに、問合せ対応業務の効率化を実現します。

ヘルプサイトの運用では、記事の更新負担が大きく、FAQが増えすぎて管理しきれないなどの重い課題を抱えてい

ます。「FAQPlus」はその企業課題をAIが記事の作成、トーンや表現のチェック、類似記事の有無や矛盾チェック、

検索・閲覧キーワード分析を行い、管理者の業務負担を大幅に軽減します。また、FAQシステムで解決できない場合

は、チャットボットシステムとの連携により、対話で応対することも可能であり、高い操作性を備えています。

さらに、「AI AgentPlus」と「FAQPlus」を連携させることで、よりシームレスで高度なユーザビリティを実現し

ます。「FAQPlus」に蓄積された記事を「AI AgentPlus」のAIが自動学習することで、訪問者はヘルプサイトを検索

することなく、対話方式で問合せを解決できます。管理者がヘルプサイトとチャットボットの両方を管理する必要

がなくなり、「FAQPlus」のメンテナンスを行うだけでよいため、大幅な運用負担の削減が可能になります。

「FAQPlus」は、主に「AI AgentPlus」とのクロスセル(注７)のサービスとして展開しております。

FAQシステムは、主に以下の利用シーンで活用されています。

社内利用…社内イントラネット

社外利用…よくある問合せ、サポートページ

② FAQシステムの経営効果

経営効果 内容

問合せ削減と対応コストの低減 訪問者の自己解決を促進し、問合せ件数及び対応コストを削減。

ナレッジの蓄積・標準化 属人化していた対応内容をFAQとして蓄積し、応対品質の均一化を図

る。

顧客満足度(CS)及び顧客体験(CX)

の向上

必要な情報に迅速にアクセス可能とすることで、顧客の利便性と満足度

を向上。

顧客ニーズの可視化と改善機会の

創出

検索キーワードや閲覧データを分析し、顧客ニーズの把握及びサービス

改善につなげる。

従業員満足度(ES)の向上 問合せ対応の削減により、従業員の負荷を軽減し、より付加価値の高い

業務へシフト。

(3) 収益構造について

チャットボットシステム及びFAQシステムは、顧客企業のニーズに合わせて異なる価格帯で月額又は年額課金の形

態で提供しております。特に生成AIの実装によって顧客満足度(CS)や顧客体験(CX)の向上に寄与し、導入企業のDX

を推進する「AI AgentPlus」の増加により、2025年６月末時点におけるARR(注８)は1,077百万円(前期比＋36.7％)

となりました。従来のシナリオ型チャットボットは、あらかじめ決められた選択肢と分岐に沿ってしか対応できま

せん。そのため、利用者は選択肢に用意されていない情報にたどり着けないことが課題でした。一方、「AI

AgentPlus」は、利用者の質問意図を起点とした柔軟な情報案内が可能である点に加え、初期設定・運用負担の軽減

や生成AI活用に対する市場全体の関心の高まりを背景に、受注件数が増加しています。当社は、展示会及びWebを通

じた訴求に加え、無料トライアルや新規契約先への設定支援等のオンボーディング並びに既存顧客への継続的な活

用提案などのカスタマーサクセス活動を推進しています。これにより、新規受注の獲得及び契約の継続を図り、ARR

を継続的に積み上げることで、収益及び利益が逓増するビジネスモデルを構築しています。

なお、ARR及びサービス別アカウント数の推移は以下のとおりであります。
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ARRの推移 (単位：百万円)

2021年12月 2022年12月 2023年６月 2024年６月 2025年６月 2025年12月 2026年３月

ARR合計 423 530 580 788 1,077 1,171 1,198

サービス別アカウント数推移 (単位：件)

2021年12月 2022年12月 2023年６月 2024年６月 2025年６月 2025年12月 2026年３月

ChatPlus 1,887 2,085 2,167 2,204 2,182 2,128 2,037

AI
AgentPlus

27 29 30 70 136 175 197

FAQPlus 0 0 0 4 10 12 15

合計 1,914 2,114 2,197 2,278 2,328 2,315 2,249

(注) １．複数サービスを利用している場合は、サービスごとにカウントしています。

「ChatPlus」については、上位プランが安定的に増加しているものの、下位プランの減少により、合計の件数は

減少しています。一方、「ChatPlus」上位プラン、「AI AgentPlus」、「FAQPlus」の増加により、ARRは毎期増加

傾向にあります。

[用語注記]

注書き 用語 用語の定義

注１ DX デジタルトランスフォーメーション。デジタル技術とデー

タの活用によって、業務を改善するだけでなく、製品やサ

ービス、ビジネスモデルを改革し、業務そのものや組織・

プロセス・企業文化なども変革することで、競争上の優位

性を確立すること

注２ ハルシネーション 生成AI(特に大規模言語モデルなど)が、実際には存在しな

い情報や事実と異なる内容を、あたかも正しいかのように

生成する現象、または質問内容が不明確な場合などに、根

拠のない曖昧な回答を生成する現象

注３ カスタマーサクセス活動 顧客企業の課題を継続的に把握し、自社のサービスを通じ

て顧客企業の価値向上を実現するための能動的な支援活動

注４ ITreview Grid Award ITreview(アイティクラウド株式会社が提供する、IT製品・

サービスに関するレビュープラットフォーム)にて投稿され

たレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製

品・サービスに対し表彰するイベント

当該レビューサイト内のレビュー数・検索ボリューム(認知

度)、ユーザーレビューの内容(満足度)により評価される

注５ The Best Software TOP100 ITreviewのレビューを20件以上獲得した製品を対象に、

製品への満足度や使いやすさ、サポート品質といった各種

評価のスコア、レビュー件数や市場での検索数、今年の注

目度といった指標を掛け合わせたITreview Scoreの上位100

製品を選出している

注６ インサイト獲得 データの収集・分析によって消費者の潜在的欲求を洞察し、

新たなニーズの発見や購買意欲の喚起に役立てるマーケテ

ィングの手法
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注書き 用語 用語の定義

注７ クロスセル 既存プランを利用している顧客に対して関連サービスを提

案し、追加利用を促すことで顧客価値の向上を図る取組み

注８ ARR Annual Recurring Revenueの略。SaaSなどサブスクリプシ

ョン型ビジネスにおいて継続的に得られる年間収益を言い、

算式はチャットボットシステム及びFAQシステムのオプショ

ン料含む月額利用料金(年契約の場合は年契約金額÷12)の

合計×12

事業系統図

(注) １．「ChatPlus」「AI AgentPlus」及び「FAQPlus」のストック型収益は、月契約の月額料金及び年契約の月割

分から構成。構成比は月契約が60.9％、年契約が39.1％。

２．営業方針は直販を基本とし、代理店契約を希望する企業がある場合のみ、代理店契約を締結。代理店経由の

売上高構成比は9.7％。

３．「ChatPlus」「AI AgentPlus」及び「FAQPlus」のフロー型収益は、スポットでの顧客企業の要望に基づく

機能追加開発、設定サポート等。
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４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2026年４月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

22
29.6 3.1 5,339(4)

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト社員)は、年間の平均人員を( )に外書で記載してお

ります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与の算定は、正社員のみで算定しております。

４．当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」及び「育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第76号)」の規定による公表義務の対象ではな

いため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営方針

当社は、次のMissionとValueを掲げ、事業を展開しております。

Our Mission

「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現する」

Our Values

１．安心安全で高品質なサービスを提供し続ける

２．失敗を恐れず挑戦し、最後までやり抜く

３．協調性を大切にし、信頼を築く

４．従業員の成長を会社の進化につなげ、共創の関係を築く

当社のチャットボットシステムは、顧客企業の業務効率向上を支援するだけではなく、人と人との円滑なコミュ

ニケーションの実現にも寄与しています。今後もテクノロジーと人との調和を大切にし、誰もが安心して暮らせる

持続可能な未来の創造に貢献してまいります。

(2) 経営環境

我が国は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少という大きな社会課題に直面しており、多くの日本企業にとって、

生産性の向上及び労働環境の改善が重要な経営課題となっています。こうした人口構造の変化に伴い、中小企業を

含む多くの企業においては、慢性的な労働力不足への対応が喫緊の課題とされています。実際に、人手不足を要因

とする企業倒産(注１)は年々増加傾向にあります。

さらに、既存の業務支援システム(ERP)や業務ソフトウエアなど、老朽化したレガシーシステムがDX推進の障壁と

なることで生じる経済的損失、いわゆる「2025年の崖」(注２)も社会全体の重要課題として認識されています。こ

れらの労働力不足の影響を相殺するためには、今後10年間で年間約16兆円規模の省人化投資が必要とされておりま

す(大和総研「2023 資本ストックの『量』『質』『偏在』の改善と省人化投資で供給力強化を」)。

このような背景のもと、チャットボットシステムは、カスタマーサポートや社内ヘルプデスクにおける人手不足

の解消及びコスト削減、Eコマースにおけるコンバージョン率の向上など、企業の経営課題を解決するとともに、顧

客満足度(CS)・顧客体験(CX)・従業員満足度(ES)の向上にも寄与するDX推進ツールとして利用されております。

当社が属する自動対話システム市場においては、生成AIの活用により、社内ヘルプデスク等の自働化・効率化目

的で導入が進み、引き続き成長を続けると考えられております。同市場規模（テキスト型）は、2024年度の182億円

から、2030年度には508億円(CAGR18.6％)に達すると予測されております(デロイト トーマツ ミック 経済研究所

「自動対話システム市場の現状と展望 2026年版」2026年３月https://mic-r.co.jp/mr/03720/)。

加えて、チャットボットシステムが属するDX市場については、2024年度５兆2,759億円から、2030年度には約9兆

2,666億円(CAGR9.8％)へと約1.7倍に拡大すると見込まれております(株式会社富士キメラ総研『2025 デジタルトラ

ンスフォーメーション市場の将来展望 市場編』)。

チャットボットシステムは、初期導入のハードルが比較的低いSaaS型サービスであり、費用削減と売上拡大の双

方を実現し得る有効なDXツールと位置付けられます。さらに、顧客企業のCRMや各種業務システムとの連携を通じ

て、チャットボットの管理者・運用担当者の意図を理解し、タスクの効率化・最適化を実現する機能開発を推進し

ております。当該分野は、DX市場の拡大を背景に、今後の導入拡大が期待される領域であると認識しております。
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[用語注記]

注書き 用語 用語の定義

注１ 人手不足関連倒産件数 出典：厚生労働省「人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人
材確保に向けて」
2022年には、倒産件数のうち7.5％(485件)に達している。

注２ 2025年の崖 出典：経済産業省「DXレポート」
既存のレガシーシステムや業務の見直しが行えず、DXが実現できない場
合、2025年以降、最大で12兆円の経済損失が生じる可能性が指摘されて
いる問題のこと。

(3) 経営戦略等

当社は、幅広い企業規模及び業種業態に対応可能な全方位型チャットボットサービスを基盤として、新規顧客の

獲得及び既存顧客の利用拡大を推進するとともに、生成AIを活用した機能強化及びカスタマーサクセス活動の充実

を通じて、顧客企業のDX推進及び業務効率化に貢献することで、中長期的な成長及び企業価値向上を目指しており

ます。

当社が提供するチャットボットシステムは、中小企業から大企業まで、業種・業態を問わず導入可能な全方位型

サービスであり、顧客企業のニーズに応じた柔軟なプラン設計が可能なSaaS型サービスです。加えて、顧客企業ご

との業務課題に応じた機能追加やAPI(注１)連携などのカスタマイズにも対応しており、導入後の利用価値向上を促

進しています。

中小企業庁が公表した「2023年版中小企業白書」によれば、国内企業の約99.7％が中小企業で構成されており、

これらの企業は大企業と比較して生産性が低く、労働力不足やコンバージョン率の改善といった課題を抱えており

ます。当社は、こうした中小企業も重要な潜在市場と捉えております。また、大学などの教育機関や「自治体DX推

進計画」(総務省)に基づき、DX化を進めている地方自治体においても、業務効率化やDX推進の観点からチャットボ

ットシステムの導入が広がっております。

新規顧客の獲得に向けては、業界展示会への出展に加え、「ITreview Grid Award」など、SaaS分野における受賞

実績を活用し、プロダクトの認知度向上とブランド強化に努めております。これにより獲得した見込顧客に対して

は、個別の課題に応じたソリューション提案を行い、着実な新規契約につなげております。

当社の売上高は、サブスクリプション(継続課金)方式のビジネスモデルに基づき、ARRを基礎として構成されてお

ります。このため、ARRの最大化を実現するには、新規受注の拡大に加え、既存顧客の継続利用を促進することが極

めて重要な戦略要素となっております。この観点から、当社では新規契約後の初期段階において、カスタマーサポ

ートによる設定支援や課題ヒアリングを通じて早期離脱の防止に努めております。さらに、既存顧客企業に対して

は、専門チームによるカスタマーサクセス活動を通じ、個別面談、設定講習会、有人チャットサポート、24時間対

応の自動チャットサポート、ヘルプサイト等顧客ニーズに合わせた支援体制を提供しております。これにより、顧

客企業の課題解決を図るとともに、要望に基づく継続的な機能開発を推進しております。これらの取組みにより、

顧客価値の向上を通じた解約率の低減を実現するとともに、顧客企業のニーズを把握することでアップセル(注２)

やクロスセルの機会を創出し、LTV(注３)の最大化に貢献しております。

当社は、今後とも豊富なノウハウやAI技術を駆使して顧客企業のDX推進に伴走するカスタマーサクセス活動を強

化し、チャットボットシステムが顧客企業にとって成長戦略に貢献する「戦略的資産」となるよう努めてまいりま

す。

成長戦略として、急速に進化する生成AIの継続的な活用を中核に位置付け、「AI AgentPlus」については、顧客

企業及び市場ニーズ並びに競合他社の動向を踏まえ、競争力の高い機能の段階的な拡充を進めてまいります。これ

により、顧客ニーズへの対応範囲を拡大し、機能面のミスマッチによる機会損失の防止を図ってまいります。

また、FAQ記事の自動作成等によりFAQ運用の自動化を推進した「FAQPlus」を展開し、チャットボットシステム以

外の顧客層の獲得を図るとともに、「FAQPlus」で構築したナレッジを「AI AgentPlus」と連携させることで、追加

設定を要することなく回答が可能な環境を構築し、相互利用による顧客単価の向上及び解約防止を推進してまいり

ます。

さらに、チャットコミュニケーションのデータを活用した営業支援及びカスタマーサクセス支援における効率

化・適正化サービスの開発を進めることで、顧客企業の営業活動の最適化及び顧客エンゲージメントの向上を支援

してまいります。これらの取組みを着実に積み重ねることにより、顧客企業への付加価値提供を図るとともに、持
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続的な成長を目指してまいります。

今後も当社は、顧客企業の業種業態や企業規模を問わない全方位型サービスとして新規顧客の拡大及び既存顧客

企業に伴走するカスタマーサクセス活動に取り組むとともに、AI技術の進化を取り入れながらプロダクトの機能強

化を推進することで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

[用語注記]

注書き 用語 用語の定義

注１ API Application Programming Interfaceの略であり、異なるアプリケーシ
ョンやシステム間でデータや機能を共有し、連携させる仕組み

注２ アップセル 契約中のプランよりも上位プランを顧客に促進すること

注３ LTV(Life Time Value) 顧客生涯価値であり、ある顧客が契約期間中に支払う金額の合計

(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

SaaSソリューション事業のビジネスモデルは、サービスの利用期間に応じて継続的に収益を計上するサブスクリ

プション(継続課金)方式であります。当社は、売上高、営業利益及びARRを重要な経営指標としております。売上高

は事業規模の拡大状況を、営業利益は収益構造の健全性を、また、ARRはストック型ビジネスにおける将来の安定的

な収益基盤を示す指標として、それぞれ重視しております。当社は、これらの指標の改善を通じて、企業価値の継

続的な向上を目指してまいります。

2024年６月期 2025年６月期

売上高(百万円) 749 1,021

営業利益(百万円) 161 369

ARR(百万円) 788 1,077

ARRは、主にサブスクリプション型ビジネスにおいて、既存契約に基づき将来にわたり継続的に得られると見込ま

れる年間収益を示す指標です。

一方、売上高は一定期間に実現した収益の総額であり、単発的な取引やスポット収益も含まれます。そのため、

ARRは将来の安定的な収益基盤を把握するための指標であるのに対し、売上高は当期の経営成績を示す実績値である

点に違いがあります。

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社は創業以来、「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現す

る」というミッションのもと、労働力不足等の社会課題を解決し、持続的に企業価値を向上させるため、以下の点

を事業上及び財務上の課題として掲げております。

① 先進テクノロジーの導入とノウハウ集約によるサービスの進化・発展

当社が将来にわたって持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を遂げていくためには、提供するサービスが常

に顧客企業にとって価値あるものであり続けることが不可欠であり、そのためには新たな付加価値を有するサービ

ス及び機能の開発と、迅速な実装が重要であると認識しております。これまでに当社が開発・提供してきたサービ

ス及び機能は、既に多数の顧客企業に導入され、市場からも一定の評価を得ており、現時点においても十分な競争

力を有していると考えております。

しかしながら、今後も日々進化するテクノロジー環境に対応していくためには、技術開発力の継続的な強化が重

要な経営課題であると認識しております。具体的には、顧客企業の各種CRM等のシステムと連携して、自動でタスク

を実行するAIの先進テクノロジーへの対応に加え、これまでに培った成功事例や運用ノウハウの社内集約・活用を

進めることで、より高付加価値なサービスへの進化を図ってまいります。
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② 情報セキュリティリスクに対する管理体制の強化

当社は、主力サービスであるチャットボットシステムを通じて、顧客企業の情報資産を多数取り扱っていること

から、情報セキュリティの継続的な維持・強化を重要な経営課題の一つとして認識しております。

このため当社では、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)に関する国際規格であるISO27001の認証を取

得しております。併せて、サイバー攻撃を防止するWAF(Web Application Firewall)の導入や外部機関による定期的

な情報システムの脆弱性診断を受けております。また、社内における情報システム管理規程及びマニュアルを策

定・運用するとともに、全従業員を対象とした情報セキュリティに関する継続的な教育・研修を実施しておりま

す。今後も、外部環境や脅威の変化に応じた情報セキュリティ体制の見直し・強化を図り、顧客企業からの信頼維

持とリスクの最小化に努めてまいります。

③ 認知度及びブランド力の向上

当社が展開するSaaSソリューション事業の主力サービスであるチャットボットシステムについては、引き続き顧

客数の拡大が見込まれる一方で、さらなる事業成長を実現するためには、サービスの認知度向上及びブランド力の

強化が重要な経営課題の一つであると認識しております。このため当社ではチャットボットシステム自体の継続的

な改善及び機能強化に取り組むとともに、展示会への出展、ウェビナーの開催、「ITreview Grid Award」のSaaS分

野における受賞など、積極的なマーケティング活動を展開しております。また、ホームページやメールマガジンを

通じた運用ノウハウや導入成功事例の対外発信を通じて、サービス価値の可視化と市場における信頼性の向上にも

注力してまいります。

今後も、見込顧客や顧客企業との接点を拡大し、訴求力のある情報発信を戦略的に組み合わせることで、チャッ

トボットシステムのさらなる市場浸透を図り、持続的な顧客基盤の拡大につなげていく方針です。

④ カスタマーサクセス活動の推進

当社の主力サービスであるチャットボットシステムを顧客企業に継続的に利用していただくためには、顧客企業

が導入効果を具体的に実感し、成果を上げられるような新たな付加価値やソリューションの提供が不可欠であると

認識しております。

この課題に対応すべく、当社では専門チームによるカスタマーサクセス活動を積極的に行い、顧客企業の利用状

況をもとに、的確な課題把握と課題解決を行うコンサルティング機能の強化を推進してまいります。また、個別面

談、設定講習会、有人チャットサポート、24時間対応の自動チャットサポート、ヘルプサイト等顧客ニーズに合わ

せた支援体制を提供し、顧客企業の課題解決に努めております。さらに、カスタマーサクセス活動を通じて把握し

た顧客要望に基づき機能追加開発を行うことで、チャットボットシステムのサービス価値向上につなげています。

今後も、顧客企業の成功体験を支援する体制の整備を通じて、顧客価値向上による解約率の低下、ひいては顧客基

盤の拡大につなげてまいります。

⑤ 財務基盤に関する状況

当社においては、安定的に利益を計上してきた結果、手許資金を十分確保しているため、財務基盤は安定してい

ると考えております。チャットボットシステムのサービス提供ができなくなる可能性は非常に低いですが、災害等

の想定外の事態が発生し、サービスの提供ができない場合に備え、適切な流動比率の確保に注力してまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社は、「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現する」という

ミッションのもと、事業活動を通じて労働人口の減少という社会課題の解決を目指し、環境・社会・経済の持続可能

性の実現に取り組んでおります。また、サステナビリティの推進を中長期的な企業価値の持続的向上につなげるべく、

真摯かつ継続的に取り組んでおります。

なお、本書に記載された将来に関する見通しや方針等は、本書提出日時点において当社が合理的と判断した情報に

基づくものであり、将来の不確実な要素等により、実際の結果とは異なる場合があります。

(1) ガバナンス

当社は、サステナビリティを経営の中核に位置づけ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めており、代表取締

役社長がサステナビリティ課題に関する経営判断の最終責任を有しております。具体的には、サステナビリティに

関連する課題を適切に把握・分析するため、管理部門が中心となって情報を集約し、毎週開催される経営会議、リ

スク・コンプライアンス委員会において必要な方針及び施策の検討・審議を行っております。経営会議、リスク・

コンプライアンス委員会で審議された内容を取締役会に付議・報告を行い、当社のサステナビリティのリスク及び

機会への対応方針及び実行計画等について審議・監督を行っております。

これらの方針・施策は、管理部門が各部門と連携して全社的に実行する体制を整備しております。これにより、

サステナビリティの視点を経営判断に反映させるとともに、企業の透明性及び説明責任の強化を図っております。

(2) 戦略

当社では、中期的な企業価値の向上を実現する上で、人的資本戦略を重要な経営戦略の一つとして位置付けてお

ります。人材は企業の持続的成長の原動力であると考えており、特に人材の定着率向上は、組織力強化と事業成果

の最大化に直結する重要課題であると認識しております。このため、当社は以下の方針に基づき、「人材採用及び

育成」及び「社内環境整備」を推進しております。

＜人材採用・育成＞

労働力人口の減少が深刻化する社会環境のもと、当社は優秀な人材の採用及び育成を重要な経営戦略の一つと位

置づけております。人材採用においては、安定的かつ計画的な人員確保を実現するため、新卒採用を基軸としつつ、

事業環境や組織ニーズに応じて、即戦力となるキャリア採用も積極的に推進しております。

さらに、採用した人材が当社で持続的に成長し、その能力を最大限に発揮できる環境を整備することも重要であ

ると考えております。このため、従業員一人ひとりのスキル向上と企業全体の競争力強化を目的とし、以下のよう

な体系的かつ継続的な人材育成施策を実施しております。

・資格取得支援：会社が認定する資格について、受験費用の補助を行っています。

・社内研修の実施：階層別・テーマ別の研修を通じて人材育成を推進しています。主な研修内容は以下のとおり

です。

全体

リスク・コンプライアンス研修

プライバシーマーク研修

情報セキュリティ研修

インサイダー研修

AI勉強会

新入社員 新人研修

部署 部内研修
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＜社内環境整備＞

当社は、従業員一人ひとりの多様な価値観やライフステージを尊重し、心身ともに健康で意欲的に働くことが、

企業の持続的な成長につながるものと認識しております。そのため、従業員が働きがいを感じながら、その能力と

個性を最大限に発揮できる職場環境の整備を積極的に推進しております。

具体的な取組として、以下のような制度や施策を実施し、従業員の多様な働き方やライフスタイルに対応すると

ともに、働きがいの向上に努めております。

従業員意識調査の実施 ・定期的に調査を行い、課題が抽出された場合は迅速に対策を講じています。

社内交流の促進
・社員旅行やキックオフミーティング等の社内イベントを通じて、エンゲージ

メントの向上と部門間の連携強化を図っています。

健康経営の推進

・健康保険組合が推奨する「健康企業宣言」による認定制度(注１)に参画し、

2025年９月に「銀の認定」を取得しました。

・健康経営優良法人認定制度（注２）において、2026年3月に「健康経営優良法

人2026(中小規模法人部門)」に認定されました。

子育て支援制度
・子どもが中学校入学まで時短勤務が可能な制度を導入しています。

・育児中は、弾力的な労働時間の選択が可能です。

通勤負担の軽減
・会社近隣に居住する従業員に対しては、近接住居手当を支給し、通勤時間の

短縮と生活の質の向上に寄与しています。

(注) １．東京都情報サービス産業健康保険組合が実施している健康企業認定制度。一定期間の企業の健康経営の取

組状況を評価し、基準を満たす企業に認定が与えられる。

２．特に優良な健康経営を実践している法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機

関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する制

度。

(3) リスク管理

当社では、毎週開催されるリスク・コンプライアンス委員会を通じて、サステナビリティを含む全社的なリスク

の特定と対応を行っています。業務に関わる役員が主導し、内部監査やISMS監査等の複数のモニタリング手法によ

りリスクの早期発見に努めています。

重要なリスクが認識された場合には、経営会議において財務的影響やリソースの観点から対応方針を協議し、必

要に応じて取締役会に付議します。これにより、サステナビリティリスクも含めた包括的なリスク管理体制を構築

しています。詳細については「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照くださ

い。

(4) 指標及び目標

当社は、本書提出日現在において、「(2) 戦略」に記載した従業員の定着率向上に向けた人材採用・育成及び社

内環境整備に関し、具体的な指標及び当該指標を用いた目標を定めておりません。これは、当社が中長期的な成長

を実現するうえで、採用・育成及び社内環境の整備が重要であると認識しているものの、現時点では組織体制の変

化が著しく、具体的かつ合理的な指標及び目標を設定することが困難であるためです。

なお、今後の経営環境や事業の進展状況を踏まえ、継続的な改善を目指していくとともに、定量的な数値指標や

目標の設定要否についても引き続き検討してまいります。
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３ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

当社では、後述(第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンス

の概要)のとおり、「リスク・コンプライアンス委員会」にて、全社のリスクを把握し、管理する体制を構築していま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 事業環境に関する事項

① SaaS市場の動向について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

ソフトウエア市場においては、労働力不足やマーケティング強化によるDXの推進が継続して進んでおります。特

に初期導入及び運用コストの削減、導入までの短いリードタイム等の利点もあり、様々な事業分野でSaaSの市場が

拡大しており、「自動対話システム市場の現状と展望 2026年版」(デロイト トーマツ ミック 経済研究所 2026年

３月発行https://mic-r.co.jp/mr/03720/)によると、国内自動対話システム市場(テキスト型)は、2024年度の182億

円から2030年度には508億円と2.8倍に拡大する見込みです。当社は、SaaS市場の成長傾向が継続するものと見込ん

でいることから、引き続きチャットボットシステム及びFAQシステムを中心に、SaaS領域でのサービスを展開する計

画であります。

しかしながら、今後、国内外の経済情勢や景気動向の変化、新たなサービスや技術の出現、競争環境の激化等に

よりSaaS市場の成長が鈍化又は市場構造が変化した場合には、当社のサービス競争力の低下や需要減少を招き、当

社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

② 技術革新への対応について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

当社が事業展開しているSaaS市場では、技術革新や顧客ニーズの変化のスピードが非常に速いため、その変化に

柔軟に対応する必要があります。当社では、顧客企業のWebサイト訪問者からの複雑な問合せを解析し、自然な対話

による応対及び顧客企業の運用負担軽減を実現するため、「ChatPlus」と生成AIを連携した「AI AgentPlus」を提

供しております。今後は、外部システム連携の拡充や自律的にタスクを実行する機能の開発により、顧客企業の各

業務の効率化・適正化のさらなる推進を図ってまいります。これらを支えるため、優秀な人材の採用及び教育に注

力しております。

しかしながら、技術革新や顧客ニーズの変化に適時に対応できない場合、もしくは必要な人件費やシステム投資

の増加に対応できない場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 特定サービスへの依存について

(発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

当社は、チャットボットシステム「ChatPlus」及び「AI AgentPlus」によるストック型収益の売上高に占める割

合は92.2％(2025年６月期)となっており、当該収益への依存度が高い状況にあります。当社が属する自動対話シス

テム市場は、生成AIの活用拡大を背景として、今後も成長が継続するものと認識しております。また、顧客企業の

業務効率化を支援する「AI AgentPlus」の機能拡充によるサービス競争力の維持・向上や、機能拡充による応対シ

ステムを超えた業務領域へのサービス提供、ヘルプサイト運用の効率化を支援するFAQシステムである「FAQPlus」

の収益の拡大を図っております。

しかしながら、市場成長の鈍化、競争環境の激化、またはサービスの差別化が十分に図れなくなった場合には、

当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④ 競合他社の状況について

(発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

当社のチャットボットシステムが属するSaaS市場には、大手IT企業を含む多くの企業が参入しています。当社は、

使いやすさを追求したサービスを提供し、顧客企業の要望に応じて機能を継続的に拡充しています。また、中小企
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業から大企業まで幅広い顧客層に対し、用途に応じた全方位型サービスを提供することで、顧客ニーズの取りこぼ

しによる機会損失を防止しています。さらに、生成AIを活用し、顧客企業や市場ニーズを反映した継続的な機能開

発を行うとともに、自社開発AIによる誤情報の抑制などを通じて、回答精度及び品質の向上に取り組んでいます。

これらの最新技術の研究・導入により、競争力の維持及び向上を図っています。しかしながら、当社と同様のサー

ビスを展開する企業との競争激化や、サポート体制や技術力等で十分な差別化が図られなかった場合、当社の経営

成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 当社の事業内容及びサービスに関する事項

① 情報資産の管理体制について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

当社では、個人情報や顧客情報をはじめとする顧客企業にとって重要な情報資産を取り扱っております。当社で

は情報資産の取扱いと管理には細心の注意を払い、情報管理の重要性を鑑み、2017年６月にプライバシーマークを

取得し、個人情報保護規程を整備し運用しております。また、2021年１月には情報セキュリティマネジメントシス

テムであるISMS(ISO27001)認証を取得しております。当社は上記認証のほか、従業員に対しても、定期的な研修を

実施することで、情報資産管理の周知徹底を図っております。

しかしながら、当社が取り扱う情報資産について、何らかの理由により情報漏洩や改ざん、不正使用等の事態が

生じた場合には、当社の信用失墜や損害賠償責任の負担等によって当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

② システムトラブルについて

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

当社の事業は、通信ネットワークやサーバー、コンピュータシステム等に依存しているため、システム等のトラ

ブルが発生する可能性があります。当社としては、事業の安定的な運用及びシステムトラブル発生防止のために、

災害対策、システムの冗長化、脆弱性検査、障害監視、WAFによる不正アクセス防御システムの導入などの対策を講

じて、トラブル等が発生しないように厳格な運用に努めております。

しかしながら、地震等の自然災害の発生、人的ミス、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃、想定を超える負

荷の発生、通信事業者に起因するサービスの長期にわたる中断や停止等のシステムトラブルが発生した場合、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 第三者の事業サービスへの依存について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

当社のサービスは、安全性、安定性、拡張性及び価格等を総合的に勘案し、Amazon Web Services, Inc.が提供し

ているクラウドコンピューティングサービス「AWS」 (Amazon Web Services)を基盤として運営されています。AWSに

障害が発生したことによる当社サービスへのアクセスの中断又は遅延等による信用の失墜、Amazon Web Services,

Inc.による経営戦略や価格の変更等が行われた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

当社が提供するサービスのうち、「AI AgentPlus」においては、Webサイト訪問者への回答生成に際して、

OpenAI, L.L.C.(以下、「OpenAI」という)が提供する生成AI(ChatGPT)を利用しています。また、「ChatPlus」にお

いても、設定補助の用途で一部利用しています。当社はOpenAIと契約を締結し、テクニカルサポート及び

SLA(Service Level Agreement サービス品質保証契約)について合意していますが、ChatGPTに障害や遅延が発生し

たことによる当社サービスの利用の中断や信用の失墜、OpenAIの経営戦略や価格の変更等が行われた場合には、当

社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社は、OpenAIと「ZERO DATA RETENTION AMENDMENT(ゼロデータ保持)」に関する契約を締結しており、回

答に関するデータが学習に利用されない仕組みとすることで、セキュリティ水準の向上を図っています。一方で、

EUにおいてAI規制法が制定されるなど、生成AIを取り巻く規制環境は国や地域によって変化しております。このた

め、業務上の利用において当初想定していなかったリスクが顕在化し、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

さらに、今後の事業拡大に伴い、AWS及びChatGPTに係るシステム利用料が増加することが想定されます。これら
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の支払いはドル建てで行われているため、為替相場の著しい変動が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

④ 顧客企業の継続率について

(発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

当社のSaaSソリューション事業のビジネスモデルは、サブスクリプション型のリカーリングモデルであることか

ら、当社の持続的な成長には、新規顧客の獲得のみならず、既存顧客の維持及び単価向上が重要と考えておりま

す。

新規顧客に対しては、カスタマーサポートを通じて、利用目的に応じた適切なオンボーディング支援を実施して

おります。具体的には、新規顧客がチャットボットシステムの機能や利用方法を理解し、導入初期からサービスを

最大限に活用できるよう支援する導入プロセスを提供しています。一方、既存顧客に対しては、顧客企業の課題解

決と成功を支援する価値提案型の能動的なカスタマーサクセス活動を推進するとともに、顧客企業のニーズや要望

に応じた機能の追加開発等に取り組んでおります。しかしながら、当社のサービスの魅力の低下、競合他社に対す

る競争力の低下、カスタマーサポートやカスタマーサクセス活動に対する満足度の低下等により、継続率が当社の

想定を大幅に下回る可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

なお、予算及び経営計画には、過去実績を基に一定の解約率を見込んでおります。

⑤ 新サービスの開発に伴うリスクについて

(発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

当社は、持続的な事業拡大に向けて、顧客企業や市場のニーズを反映したAIを活用した新サービス・新機能の開

発・販売を進めております。

新サービス・新機能のリリースには、先行的に研究開発費に加え、展示会、SEO等の広告宣伝費の投下が必要にな

ります。新サービス・新機能のリリース後は新規顧客の獲得や既存顧客に対するクロスセル及びアップセルの提案

により収益化を進めてまいります。しかしながら、先行投資を行うものの想定通りに新サービス・新機能をリリー

スできなかったり、新サービス・新機能が想定通りに進展しなかった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

⑥ 固定資産の減損リスクについて

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

当社は、ソフトウエア等の固定資産を有しておりますが、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」により、当社が保有する固定資産が、収益状況の悪化等の事由により、減損処理

が必要となった場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、本書提出日現在にお

いて、収益力に照らして減損リスクが顕在化する可能性は低いと考えております。

(3) 法的規制に関する事項

① 法的規制について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

現在、日本国内においてインターネットに関連する主要な法規制は電気通信事業法でありますが、当社が営む

SaaSソリューション事業そのものを直接規制する法令は存在しておりません。

しかしながら、将来的にインターネットの利用者、関連サービス、あるいは事業者を規制対象とする新たな法令

が制定された場合、または既存法令の適用範囲が明確化された場合、さらには自主的なルール化が進められた場合

には、当社の事業活動が制約を受け、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

② コンプライアンス体制について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

当社では、今後企業価値を高めていくためにはコンプライアンス体制が有効に機能することが重要であると考え

ております。そのため、当社では、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、各種リスクのモニタリングを行う

とともに、リスク発生時に適時かつ適切に対応できる体制の整備に努めております。さらに、「リスク・コンプラ
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イアンス管理規程」を制定し、社内研修による周知徹底及び内部監査の実施を通じて、コンプライアンス体制の強

化に取り組んでおります。しかしながら、これらの取組みにも関わらずコンプライアンス上のリスクを完全に解消

することは困難であります。今後の当社の事業運営に関して法令等に抵触する事態が発生した場合、当社の経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③ 知的財産権の管理について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

当社は、事業に関連する特許権、商標権など知的財産権の獲得に努めるとともに、第三者の知的財産権侵害の可

能性については必要に応じて弁理士などを通じて調査可能な範囲で対応しております。しかしながら、万が一、当

社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる

可能性があり、これらに対する対価の支払いやサービス内容の変更が発生する可能性があります。また、当社が保

有する知的財産権については、第三者による侵害を受ける可能性や、当社が保有する知的財産権の権利化が認めら

れない場合があります。これらの事態が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(4) 組織体制に関する事項

① 内部管理体制の整備状況にかかるリスクについて

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

当社が企業価値を継続的に高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するとともに、適切な

内部管理体制の整備運用が必要不可欠であると認識しております。業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保のた

めの内部統制システムの適切な整備・運用、更に法令・定款・社内規程等の遵守を徹底しておりますが、事業の急

速な拡大により、十分な内部管理体制の整備が追いつかない状況が生じる場合には、有効かつ効率的な業務運営や

財務報告の信頼性確保が困難となり、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。

② 小規模組織であることについて

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

本書提出日現在における当社組織は、取締役４名、監査役３名、従業員22名であります。当社が展開している

SaaSソリューション事業においては、継続的に人材獲得競争が激化しており、人材不足の傾向が見られます。当社

では、機能開発を推進するためのプロジェクトマネージャーや営業体制の強化に向けた採用を計画しておりますが、

現時点では事業規模に応じた内部管理体制及び業務執行体制を構築しております。

また、従業員の定着及び今後における優秀な人材の確保を目的として、中長期インセンティブとしてのストッ

ク・オプションの付与や従業員の負担軽減を図る近接住居手当の支給等の施策を講じております。現時点において、

想定を上回る退職者は発生しておりませんが、今後、多数の人員や重要な役職員が流出した場合、または当社の社

風や求める能力に適合する人材を十分に採用・育成・維持できない場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

③ 人材の採用・育成について

(発生可能性：中、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

当社は、継続的な事業拡大、すなわち新サービス・新機能の開発、新規顧客の獲得、カスタマーサクセス活動の

強化及びチャットボットシステムの安定稼働を実現するため、今後の事業拡大に対応した採用方針として、インサ

イドセールス、フィールドセールス、高い専門性を備えた開発人材の中途採用に加え、中長期的な体制強化を目的

とした新卒採用を継続的に実施してまいります。そのため、当社では社員のやりがいと働きやすさの向上を目指し

た施策を通じて人材の確保と流出の抑止に努めております。しかしながら、当社において、採用基準を満たす優秀

な営業人材やエンジニアの確保、またこれら人材の計画どおりの育成が進まない場合、当社の経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

④ 特定人物への依存について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)
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当社創業メンバーである代表取締役社長大江繭子は、当社の事業全般に関する豊富な知識と経験を有しており、

経営戦略の立案、事業計画の策定、先進テクノロジーへの対応などに重要な役割を果たしております。当社は、同

氏に過度に依存しない組織的な経営及び業務執行体制の構築を目指し、人材の育成・強化に注力しています。しか

しながら、同氏が何らかの事情により当社において業務を行うことが困難になった場合、当社の経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

(5) その他の事項

① ストック・オプションの権利行使による株式価値の希薄化について

(発生可能性：中、発生する可能性のある時期：数年内、影響度：低)

当社は、役員及び従業員等に対して、インセンティブ及び経営参画意識を高める目的で新株予約権方式によるス

トック・オプション制度を導入しております。本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は560,400株で

あり、発行済株式総数の14.0％に相当しております。今後においても優秀な人材を確保することを目的としてスト

ック・オプション制度の活用を視野に入れており、既存の新株予約権に加え、今後付与される新株予約権が行使さ

れた場合には、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。

② 自然災害、事故等について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

当社は自然災害、事故等に備え、システムの冗長化、サービスの定期的バックアップ、稼働状況の常時監視等に

よりトラブルの事前防止又は回避に努めておりますが、本社所在地近辺において自然災害等の不測の事態に見舞わ

れて業務遂行が困難になり、あるいは復旧に長期間を要した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

③ 調達資金の使途について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：数年内、影響度：低)

株式上場時における公募増資による調達資金の使途については、当社事業の更なる拡大のため、機能強化・機能

追加開発・新技術の研究開発、人材投資、販売促進活動に充当する予定であります。

しかしながら、当初予定どおりに資金を使用したとしても、期待した投資効果を得られない可能性があります。

また、市場環境の変化等によっては計画変更を余儀なくされ、調達資金を上記以外の目的に使用する可能性があり

ます。なお、資金使途を変更する場合には、適時適切に開示等を行ってまいります。投資効果については継続的に

測定、改善を行い、想定どおりの成果をあげられるように取り組んでまいります。

④ Ｍ＆Ａ及び資本業務提携等のリスク

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：中)

当社は、今後、M&Aや資本業務提携等を実施する際には、既存の顧客基盤を活用したシナジー効果が見込まれる

SaaS及びAI領域を主な対象と想定しております。また、対象企業については、事業・財務・法務等に関するデュ

ー・デリジェンスや契約内容の精査を十分に行い、各種リスクの低減・回避に努める方針です。しかしながら、こ

れらの調査後の事業環境の変化等により、当初想定していた成果が得られない場合や、資本業務提携等を解消・変

更する場合は、のれんや投資の減損損失が発生する場合があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

⑤ 当社株式の時価総額について

(発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定の時期なし、影響度：高)

当社は、株式会社東京証券取引所グロース市場への上場を予定しており、本書提出日現在において想定する時価

総額は、同取引所が定める同市場上場維持基準(時価総額100億円)を下回っております。当社は、業績成長、開示・

IR体制の充実等により時価総額の向上を図って参りますが、想定よりも時価総額が増加しない場合、当社の上場維

持に影響を及ぼす可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況(以下、「経営成績等」という。)は次のとおりであり

ます。

① 経営成績の状況

第10期事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

当事業年度における我が国経済は、ウクライナ・中東情勢の影響、円安によるエネルギー資源・原材料価格の上

昇に伴う物価上昇及び人手不足の懸念が継続しているものの、好調な企業業績や賃上げによる所得改善により、経

済活動は回復基調がみられました。

一方、生成AIをはじめとする先端技術が社会に与える影響への関心が高まる中、業務効率化を目的としたDXの推

進が進展しております。加えて、労働力不足を背景とした業務効率化ニーズの高まりや、カスタマーサポート機能

の高度化、自然言語処理技術の進歩、並びに生成AIとの連携拡大を背景として、企業においてチャットボットの導

入が進んでおります。

このような状況のもと、当社は「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を

最速で実現する」というミッションを掲げ、企業が抱える人手不足やWebサイト訪問者・従業員からの多様な問合せ

に迅速かつ的確に対応するニーズに応えるべくチャットボットシステム及びFAQシステムの提供を行っております。

その結果、当事業年度の売上高は1,021,723千円(前期比36.3％増)、営業利益369,382千円(前期比128.8％増)、経常

利益369,074千円(前期比127.8％増)、当期純利益は246,051千円(前期比133.5％増)となりました。

なお、当社はSaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

(売上高)

当社のチャットボットシステムは、従来のシナリオ型・ルールベース型に加え、生成AIを活用した生成AI型チャ

ットボット「AI AgentPlus」を提供しており、多様な顧客ニーズに対応しております。当社では、業種・業態や企

業規模に関わらず、多様な顧客ニーズに対応可能な全方位型サービスを提供しております。

当該期間においては、顧客企業の要望に基づくチャットボットシステムの機能改善やセキュリティ強化を継続し

て行うことで当該サービスの付加価値や信頼性を向上してまいりました。また、従来のシナリオ型チャットボット

はあらかじめ設定した会話シナリオに従うため、利用者の質問意図と合致せず、目的の情報にたどり着けないとい

う課題がありました。これに対し、生成AI型チャットボットは利用者の質問意図を起点に柔軟な応対が可能であり、

利便性の高さを背景に導入が進んでいます。

さらに、生成AI活用に対する市場全体の関心の高まりを追い風として、当社では展示会やWebを通じた訴求に加

え、無料トライアル及びオンボーディングで得た顧客フィードバックを開発へ迅速に反映し、回答精度及びユーザ

ビリティの向上に取り組んできました。

その結果、当事業年度の売上高は1,021,723千円(前期比36.3％増)となり、2025年６月末時点におけるARRも1,077

百万円(前期比36.7％増)となりました。なお、サービス別ARR及びアカウント数の推移は以下のとおりであります。

サービス別ARRの推移 (単位：百万円)

2024年６月期 2025年６月期 2026年６月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ

ChatPlus 557 599 620 634 660 676 689 707 719 677 661

AI AgentPlus 85 93 124 144 193 265 313 346 417 462 498

FAQPlus 2 2 7 9 9 14 19 24 28 31 38

ARR合計 645 695 751 788 864 956 1,022 1,077 1,165 1,171 1,198
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サービス別アカウント数の推移 (単位：件)

2024年６月期 2025年６月期 2026年６月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ

ChatPlus 2,199 2,218 2,229 2,204 2,227 2,230 2,170 2,182 2,172 2,128 2,037

AI AgentPlus 44 48 63 70 84 108 128 136 161 175 197

FAQPlus 1 1 3 4 4 6 8 10 12 12 15

合計 2,244 2,267 2,295 2,278 2,315 2,344 2,306 2,328 2,345 2,315 2,249

(注) 複数サービスを利用している場合は、サービスごとにカウントしています。

「ChatPlus」については、上位プランが安定的に増加しているものの、下位プランの減少により、合計の件数は

減少しています。一方、「ChatPlus」上位プラン、「AI AgentPlus」、「FAQPlus」の増加により、ARRは毎期増加

傾向にあります。

サービス別ARPA(注)の推移 (単位：千円)

2024年６月期 2025年６月期 2026年６月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ

ChatPlus 253 270 278 287 296 303 317 324 331 318 325

AI AgentPlus 1,936 1,951 1,977 2,069 2,306 2,457 2,452 2,549 2,592 2,643 2,528

FAQPlus 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,600 2,605

平均 287 306 327 346 373 408 443 463 496 505 532

(注) １アカウントあたりの年間収益(ARR ÷ アカウント数)

1アカウントあたりの年間収益が高い「AI AgentPlus」及び「FAQPlus」の件数の増加に伴い、ARPA合計が上昇し

ております。

Churnレート(注１)の推移

2024年６月期(注２) 2025年６月期 2026年６月期

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ

Churnレート - 2.0％ 2.0％ 2.1％ 2.0％ 1.8％ 1.9％ 1.8％ 1.8％ 1.8％ 1.9％

(注) １．四半期最終月の直近12カ月平均の月次Churnレート

月次Churnレート＝当月解約件数÷（前月アカウント数合計＋当月新規契約件数）

２．解約件数は2023年１月から集計を開始しているため、Churnレートは、2024年６月期第２四半期から記載

しております。



― 36 ―

(売上原価、売上総利益)

売上原価は263,554千円(前期比75.5％増)となりました。これは主に売上高・利用量の増加に伴うシステム利用料

の増加及びセキュリティ対策費用の増加等によるものであります。この結果、売上総利益は758,169千円(前期比

26.5％増)となりました。

(販売費及び一般管理費、営業利益)

販売費及び一般管理費は388,786千円(前期比11.2％減)となりました。これは主に展示会やリスティングの見直し

による広告宣伝費の減少、のれん償却の終了等によるものであります。この結果、営業利益は369,382千円(前期比

128.8％増)となりました。

(営業外収益、営業外費用、経常利益)

営業外収益は1,643千円(前期比40.3％減)となりました。これは主に補助金収入の減少によるものであります。営

業外費用は1,952千円(前期比10.9％減)となりました。これは主に支払利息の減少によるものであります。この結

果、経常利益は369,074千円(前期比127.8％増)となりました。

(特別損益、当期純利益)

固定資産除却損54千円を計上した結果、税引前当期純利益は369,019千円(前期比154.2％増)となりました。また、

法人税等122,968千円を計上した結果、当期純利益は246,051千円(前期比133.5％増)となりました。

第11期中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

当中間会計期間における我が国の経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続きましたが、物

価上昇、米国の政策動向、中東地域をめぐる情勢等の影響により、依然として先行きが不透明な状況が続いており

ます。

一方で、生成AIなどが社会に与える影響への関心が世界的に高まる中、生成AIなどの技術進展を背景に、業務効

率化を目的としたDXの取組みが引き続き社会に求められています。

このような状況のもと、当社は「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を

最速で実現する」というミッションを掲げています。企業が抱える労働人口の減少に伴う人手不足や、顧客及び従

業員からの疑問に対して、より正確かつ迅速に対応したいというニーズに応えるべく、チャットボットシステム

「ChatPlus」「AI AgentPlus」及びFAQシステム「FAQPlus」を提供しております。

当中間会計期間の状況は以下のとおりであります。

(売上高)

当該期間のチャットボットシステムにおいては、顧客企業の要望に基づく機能改善やセキュリティ強化を継続し

て行うことで当該サービスの付加価値や信頼性を向上してまいりました。

さらに、「AI AgentPlus」については、生成AI活用に対する市場全体の関心の高まりを追い風として、当社では

展示会やWebを通じた訴求に加え、無料トライアル及びオンボーディングで得た顧客フィードバックを開発へ迅速に

反映し、回答精度及びユーザビリティの向上に取り組んできました。

以上の結果、当中間会計期間における売上高は594,284千円、2025年12末時点におけるARRも1,171百万円となりま

した。

(売上原価、売上総利益)

売上原価は143,673千円となりました。これは主に売上高・利用量の増加に伴うシステム利用料の計上等によるも

のであります。この結果、売上総利益は450,611千円となりました。

(販売費及び一般管理費、営業利益)

販売費及び一般管理費は171,602千円となりました。これは主に展示会やリスティングによる広告宣伝費、人件

費、地代家賃等の計上によるものであります。この結果、営業利益は279,009千円となりました。
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(営業外収益、営業外費用、経常利益)

営業外収益は743千円となりました。これは主に受取利息及び受取配当金の計上によるものであります。営業外費

用は1,773千円となりました。これは主に支払利息及び為替差損の計上によるものであります。この結果、経常利益

は277,979千円となりました。

(中間純利益)

以上の結果、税引前中間純利益は277,979千円となりました。また、法人税等95,691千円を計上した結果、中間純

利益は182,288千円となりました。

第11期第３四半期累計期間(自 2025年７月１日 至 2026年３月31日)

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続きました

が、物価上昇、米国の政策動向、中東地域をめぐる情勢等の影響により、依然として先行きが不透明な状況が続い

ております。一方で、生成AIなどが社会に与える影響への関心が世界的に高まる中、技術進展を背景に、業務効率

化を目的としたDXの取組みが引き続き社会に求められています。

このような状況のもと、当社は「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を

最速で実現する」というミッションを掲げています。企業が抱える労働人口の減少に伴う人手不足や、顧客及び従

業員からの疑問に対して、より正確かつ迅速に対応したいというニーズに応えるべく、チャットボットシステム

「ChatPlus」「AI AgentPlus」及びFAQシステム「FAQPlus」を提供しております。

当第３四半期累計期間の状況は以下のとおりであります。

(売上高)

当該期間におけるチャットボットシステムにおいては、顧客企業の要望に基づく機能改善やセキュリティ強化を

継続して行うことで当該サービスの付加価値や信頼性を向上してまいりました。従来のシナリオ型チャットボット

はあらかじめ設定した会話シナリオに従うため、利用者の質問意図と合致せず、目的の情報にたどり着けないとい

う課題がありました。これに対し、生成AI型チャットボットは利用者の質問意図を起点に柔軟な応対が可能であり、

利便性の高さを背景に導入が進んでいます。

さらに、生成AI活用に対する市場全体の関心の高まりを追い風として、当社では展示会やWebを通じた訴求に加

え、無料トライアル及びオンボーディングで得た顧客フィードバックを開発へ迅速に反映し、回答精度及びユーザ

ビリティの向上に取り組んできました。

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は912,477千円、2026年３末時点におけるARRも1,198百万円と

なりました。

(売上原価、売上総利益)

売上原価は219,169千円となりました。これは主に売上高・利用量の増加に伴うシステム利用料の計上等によるも

のであります。この結果、売上総利益は693,308千円となりました。

(販売費及び一般管理費、営業利益)

販売費及び一般管理費は255,628千円となりました。これは主に展示会やリスティングによる広告宣伝費、人件

費、地代家賃等の計上によるものであります。この結果、営業利益は437,679千円となりました。

(営業外収益、営業外費用、経常利益)

営業外収益は1,820千円となりました。これは主に受取利息及び受取配当金の計上によるものであります。営業外

費用は2,157千円となりました。これは主に支払利息及び為替差損の計上によるものであります。この結果、経常利

益は437,342千円となりました。

(四半期純利益)

以上の結果、税引前四半期純利益は437,342千円となりました。また、法人税等150,390千円を計上した結果、四

半期純利益は286,952千円となりました。
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② 財政状態の状況

第10期事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

(資産)

当事業年度末における流動資産は762,112千円となり、前事業年度末に比べ329,674千円増加いたしました。こ

れは主に当期純利益の計上により、現金及び預金が314,703千円増加したことによるものであります。当事業年度

末における固定資産は191,682千円となり、前事業年度末に比べ11,394千円減少いたしました。これは、主に減価

償却費21,882千円の計上によるものであります。

この結果、資産合計は953,794千円となり、前事業年度末に比べ318,279千円増加いたしました。

(負債)

当事業年度末における流動負債は462,746千円となり、前事業年度末に比べ150,742千円増加いたしました。こ

れは主に未払法人税等が92,863千円、契約負債が51,556千円増加したことによるものであります。当事業年度末

における固定負債は72,342千円となり、前事業年度末に比べ66,514千円減少いたしました。これは主に長期借入

金が67,244千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は535,089千円となり、前事業年度末に比べ84,228千円増加いたしました。

(純資産)

当事業年度末における純資産は418,705千円となり、前事業年度末に比べ234,051千円増加いたしました。これ

は配当金を12,000千円支払ったものの、当期純利益の計上により利益剰余金が234,051千円増加したことによるも

のであります。

第11期中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

(資産)

当中間会計期間末における流動資産は852,034千円となり、前事業年度末に比べて89,921千円増加いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が75,996千円増加したことによるものです。当中間会計期間末における固定資産

は185,789千円となり、前事業年度末に比べて5,893千円減少いたしました。これは主に、繰延税金資産が6,647千

円減少したことによるものです。

この結果、資産合計は1,037,823千円となり、前事業年度末に比べて84,028千円増加いたしました。

(負債)

当中間会計期間末における流動負債は387,241千円となり、前事業年度末に比べ75,505千円減少いたしました。

これは主に短期借入金が10,002千円、契約負債が19,261千円、未払法人税等が17,644千円それぞれ減少したこと

によるものであります。当中間会計期間末における固定負債は61,588千円となり、前事業年度末に比べ10,754千

円減少いたしました。これは主に長期借入金が11,125千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は448,829千円となり、前事業年度末に比べ86,259千円減少いたしました。

(純資産)

当中間会計期間末における純資産は588,993千円となり、前事業年度末に比べ170,288千円増加いたしました。

これは配当金を12,000千円支払ったものの、中間純利益182,288千円の計上により利益剰余金が170,288千円増加

したことによるものであります。

第11期第３四半期累計期間(自 2025年７月１日 至 2026年３月31日)

（資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産は943,197千円となり、前事業年度末に比べて181,084千円増加いた

しました。これは主に、現金及び預金が141,272千円増加したことによるものです。当第３四半期会計期間末にお

ける固定資産は189,896千円となり、前事業年度末に比べて1,785千円減少いたしました。これは主に、繰延税金

資産が8,966千円減少したことによるものです。

この結果、資産合計は1,133,094千円となり、前事業年度末に比べて179,299千円増加いたしました。
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（負債）

当第３四半期会計期間末における流動負債は380,995千円となり、前事業年度末に比べ81,751千円減少いたしま

した。これは主に契約負債が39,688千円、未払法人税等が27,019千円それぞれ減少したことによるものでありま

す。当第３四半期会計期間末における固定負債は58,441千円となり、前事業年度末に比べ13,901千円減少いたし

ました。これは主に長期借入金が14,457千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は439,436千円となり、前事業年度末に比べ95,652千円減少いたしました。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産は693,657千円となり、前事業年度末に比べ274,952千円増加いたしま

した。これは配当金を12,000千円支払ったものの、四半期純利益286,952千円の計上により利益剰余金が274,952

千円増加したことによるものであります。

③ キャッシュ・フローの状況

第10期事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ314,703千円増加し、689,358千円となりま

した。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは409,984千円の収入(前年同期は199,126千円の収入)となりました。主な

要因は、税引前当期純利益369,019千円の計上、減価償却費21,882千円、契約負債の増加51,556千円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは10,060千円の支出(前年同期は101,032千円の支出)となりました。主な要

因は、無形固定資産の取得による支出9,195千円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは85,221千円の支出(前年同期は45,026千円の収入)となりました。主な要

因は、長期借入金の返済による支出88,220千円、配当金の支払額12,000千円であります。

第11期中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ75,996千円増加し、765,355千円となり

ました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは120,075千円の収入となりました。これは、主に増加要因として、税引前

中間純利益277,979千円の計上があった一方で、減少要因として契約負債の減少19,261千円、法人税等の支払額

106,687千円等があったことによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは9,521千円の支出となりました。これは、減少要因として、無形固定資産

の取得による支出9,521千円があったことによります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは34,557千円の支出となりました。これは、減少要因として、短期借入金

の返済による支出10,002千円、長期借入金の返済による支出12,555千円、配当金の支払額12,000千円があったこ

とによります。
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④ 生産、受注及び販売の状況

ａ．生産実績

当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

ｂ．受注実績

当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

ｃ．販売実績

第10期事業年度、第11期中間会計期間及び第３四半期累計期間における販売実績は次のとおりであります。

なお、当社はSaaSソリューション事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載はしておりません。

セグメントの名称

第10期事業年度

(自 2024年７月１日

至 2025年６月30日)

第11期中間会計期間

(自 2025年７月１日

至 2025年12月31日)

第11期第３四半期累計期間

(自 2025年７月１日

至 2026年３月31日)

販売高(千円)
前年同期比

(％)
販売高(千円) 販売高(千円)

SaaSソリューション事業 1,021,723 136.3 594,284 912,477

注１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10未満であるため記載を

省略しております。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに

開示に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては過去の実績や現状等を勘案し、合

理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる可能性が

あります。なお、当社では、当該仮定の下、主に固定資産の評価、繰延税金資産の見積り等の会計上の見積りに

ついて継続的に検討を行っておりますが、現時点において翌事業年度以降の経営成績及び財政状態に及ぼす重要

な影響は認識しておりません。

② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 経営成

績の状況」に含めて記載しています。

③ 財政状態の分析

財政状態の分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② 財政状態の状況」に含めて記載してい

ます。
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④ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシ

ュ・フローの状況」に含めて記載しております。

⑤ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社は、事業運営上、必要な流動性と資金を安定的に確保することを基本方針としております。

主な資金需要は、SaaSソリューション事業にかかるシステム利用料、顧客獲得や認知度向上のためのWeb広告及

び展示会出展費用、チャットボットシステム及びFAQシステムの継続的な開発投資、事業拡大に伴う人件費等であ

ります。これらの資金需要につきましては、自己資金によることを基本としておりますが、必要に応じて、金融

機関からの借入もしくはエクイティファイナンスで調達する方針であります。なお、当事業年度末における現金

及び預金の残高は689,358千円、流動比率は164.7％であり、事業運営上十分な資金の流動性が確保されているも

のと認識しております。

⑥ 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社の事業に重要な影響を与える要因の詳細につきましては、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」に

記載のとおりであります。

⑦ 経営者の問題意識と今後の方針に関して

経営者の問題意識と今後の方針につきましては、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべ

き課題等」に記載のとおりであります。

５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

６ 【研究開発活動】

第10期事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

当社では、チャットボットシステム及びFAQシステムの継続的な機能向上及び最新技術への対応を図るとともに、

顧客企業の競争力強化やDX推進を目的として、主にAIを活用した先進的なテクノロジーの研究開発に注力しており

ます。

当事業年度においては、生成AIを活用した新たなSaaSソリューションの事業化に向けた研究を推進するとともに、

ユーザー属性や行動履歴に基づき、最適な回答内容を生成するパーソナライズ対応のための領域においても重点的

に開発活動を行いました。

これらの取組みに係る当事業年度の研究開発費用は、6,207千円となっております。

第11期中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

当中間会計期間においては、主に「AI AgentPlus」の今後の機能開発に向け、生成AIに関する最新技術の調査を

実施いたしました。

これらの取組みに係る当中間会計期間の研究開発費は、697千円となりました。

第11期第３四半期累計期間(自 2025年７月１日 至 2026年３月31日)

当第３四半期累計期間においては、主に「AI AgentPlus」の今後の機能開発に向け、生成AIに関する最新技術の

調査及びAIによる最適な改善提案機能の研究開発を実施いたしました。

これらの取組みに係る当第３四半期累計期間の研究開発費は、1,848千円となりました。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

第10期事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

当事業年度における設備投資等の総額は13,657千円であり、その主な内容は、SFA(営業支援システム)との連携に

よるパーソナライズ対応等、チャットボットシステム及びFAQシステムにおける自社利用ソフトウエアの機能追加開

発(12,792千円)です。

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

第11期中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

当中間会計期間における設備投資等の総額は19,605千円であり、その主な内容は、「AI AgentPlus」における役

割設定機能及び「FAQPlus」における記事作成ガイドライン処理機能の改善等に係る自社利用ソフトウエアの追加開

発(19,605千円)であります。

なお、当中間会計期間において重要な設備の除却、売却等はありません。

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

第11期第３四半期累計期間(自 2025年７月１日 至 2026年３月31日)

当第３四半期累計期間における設備投資等の総額は35,409千円であり、その主な内容は、「AI AgentPlus」にお

ける未回答質問の収集・分析機能及び外部システム連携機能の開発並びに「FAQPlus」におけるURLからのQ&A生成機

能等に係る自社利用ソフトウエアの追加開発(34,405千円)であります。

なお、当第３四半期累計期間において重要な設備の除却、売却等はありません。

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

２ 【主要な設備の状況】
2025年６月30日現在

事業所
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物

附属設備
工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア

ソフト
ウエア
仮勘定

その他 合計

本社
(東京都
千代田区)

本社機能 57,334 3,389 30,493 1,343 466 93,027
18

(６)

(注) １．本社の建物は賃借しており、その年間賃借料は67,723千円であります。

２．現在休止中の主要な設備はありません。

３．帳簿価額のうち、「その他」は特許権及び商標権であります。

４．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

５．当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

３ 【設備の新設、除却等の計画】(2026年４月30日現在)

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

(注) 2025年12月８日開催の臨時株主総会において、定款変更が決議され、同日付で発行可能株式総数を200万株から

1,600万株に変更しております。

② 【発行済株式】

種類 発行数(株)
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 4,000,000 非上場

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は
100株であります。

計 4,000,000 ― ―

(注) １．2025年12月８日開催の臨時株主総会において、定款変更が決議され、同日付で１単元を100株とする単元株

制度を採用しております。

２．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分

割を行っております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

第１回新株予約権

決議年月日 2019年９月21日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 １
当社従業員 ３

新株予約権の数(個) ※ 600 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 600[120,000] (注)２、７

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 5,000 [25] (注)３、４、７

新株予約権の行使期間 ※ 2021年９月22日 ～ 2029年９月21日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 5,000 [25]
資本組入額 2,500 [12.5]
(注)７

新株予約権の行使の条件 ※ (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権を譲渡し又はこれに担保設定をしてはならないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)６

※ 最近事業年度の末日(2025年６月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の

前月末現在にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、

その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式１株、本書提出日の前

月末現在は当社普通株式200株とする。

２．当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併

合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調

整する。なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で新株予約権者が権利行使していない本新株予

約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、

会社法第283条の規定に基づいて当社は新株予約権者に金銭を交付するものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合に、行使価額の

調整がなされた場合には、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数を次の算式によ

り調整し、調整の結果生じる１株未満の端数については、会社法第283条の規定に基づいて当社は本新株予

約権者に対して金銭を交付するものとする。

調整後株式数 ＝
調整前株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

３．本新株予約権の発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合には、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、切り捨てる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

４．本新株予約権の発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株

式を処分する場合、それぞれの効力発生の時をもって行使価額は当該価額と同額に調整される。

５．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当個数の全部又は一部を行使することができる。ただし、１個の新株予

約権をさらに分割して行使することは出来ないものとする。

(2) 新株予約権者が、次に定める条件のいずれか一つにでも該当した場合、新株予約権を行使できないものと

する。

① 禁錮刑以上の刑に処された場合

② 譴責以上の懲戒処分を２回以上受けた場合

③ 当社に対して、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合

④ 新株予約権者が新株予約権の割当てを受けた後、当社又は当社の子会社を退職する場合

⑤ 新株予約権者が新株予約権の割当てを受けた後、死亡した場合

⑥ 上記各号の定めの他、新株予約権者に法令・社内諸規則等の遵守違反、又は当社に対する背信・背任行

為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知した場合

６．当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、本新株予約権の目
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的である株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は新株予約権者

の承認を得て、合理的な範囲内で株式数の調整を行う。

７．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。

第２回新株予約権

決議年月日 2019年９月21日

付与対象者の区分及び人数(名) 社外協力者 ４

新株予約権の数(個) ※ 340 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 340 [68,000] (注)２、７

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 5,000 [25] (注)３、４、７

新株予約権の行使期間 ※ 2019年９月22日 ～ 2029年９月21日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 5,000 [25]
資本組入額 2,500 [12.5]
(注)７

新株予約権の行使の条件 ※ (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権を譲渡し又はこれに担保設定をしてはならないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)６

※ 最近事業年度の末日(2025年６月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の

前月末現在にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、

その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式１株、本書提出日の前

月末現在は当社普通株式200株とする。

２．当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併

合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調

整する。なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で新株予約権者が権利行使していない本新株予

約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、

会社法第283条の規定に基づいて当社は新株予約権者に金銭を交付するものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合に、行使価額の

調整がなされた場合には、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数を次の算式によ

り調整し、調整の結果生じる１株未満の端数については、会社法第283条の規定に基づいて当社は本新株予

約権者に対して金銭を交付するものとする。

調整後株式数 ＝
調整前株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

３．本新株予約権の発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合には、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、切り捨てる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

４．本新株予約権の発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株

式を処分する場合、それぞれの効力発生の時をもって行使価額は当該価額と同額に調整される。

５．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当個数の全部又は一部を行使することができる。ただし、１個の新株予

約権をさらに分割して行使することは出来ないものとする。

(2) 新株予約権者が、次に定める条件に該当した場合、新株予約権を行使できないものとする。

新株予約権者が新株予約権の割当てを受けた後、死亡した場合

６．当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、本新株予約権の目

的である株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は新株予約権者

の承認を得て、合理的な範囲内で株式数の調整を行う。
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７．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。

第３回新株予約権

決議年月日 2021年12月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 ４
当社監査役 ３
当社従業員 12

新株予約権の数(個) ※ 56(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 56 [11,200] (注)２、６

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 99,000 [495] (注)３、６

新株予約権の行使期間 ※ 2023年12月30日 ～ 2031年12月29日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 99,000 [495]
資本組入額 49,500 [247.5]
(注)６

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するもの
とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５

※ 最近事業年度の末日(2025年６月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の

前月末現在にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、

その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式１株、本書提出日の前

月末現在は当社普通株式200株とする。

２．当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調

整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約

権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て

る。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

３．当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円

未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行

使に基づく新株の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数 ＋ 新株発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う

場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社

子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問その他これに準じる地位を有していなければならない。ただ

し、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると

認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

(4) 本新株予約権の行使は、１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも
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のとする。

(5) 新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当した場合、本新株予約権に係る権利行使請求権を喪失する。

① 禁錮以上の刑に処された場合

② 当社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合

③ 当社の書面による承諾を事前に得ることなく当社の同業他社の役職員に就いた場合

④ 書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨申し出た場合

⑤ 在任・在職中に故意又は過失により過去及び将来にわたり当社に損害を与え若しくは信用を毀損したと

取締役会が認めた場合

⑥ 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分

を受けた場合

⑦ 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切

手が不渡りとなった場合

⑧ 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他こ

れらに類する手続開始の申立があった場合

⑨ 新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

⑩ 新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団凖構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他

暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)で

あること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明

した場合

５．当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存

する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下

の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会

社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記(注)３で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の

効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使すること

ができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(注)４に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式

を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加す

る資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社

となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会

決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無

償で新株予約権を取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)４に定める新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなっ

た場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により別

途定める日において本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合

は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
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６．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。

第４回新株予約権

決議年月日 2022年12月15日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 ３
当社監査役 ３
当社従業員 12

新株予約権の数(個) ※ 60 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 60 [12,000] (注)２、６

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 99,000 [495] (注)３、６

新株予約権の行使期間 ※ 2024年12月16日 ～ 2032年12月15日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 99,000 [495]
資本組入額 49,500 [247.5]
(注)６

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するもの
とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５

※ 最近事業年度の末日(2025年６月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の

前月末現在にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、

その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １～６．「第３回新株予約権」の(注)１～６．に記載の内容と同様であります。

第５回新株予約権

決議年月日 2024年６月27日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 ２
当社従業員 ８

新株予約権の数(個) ※ 1,470 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 1,470 [294,000] (注)２、６

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 99,000 [495] (注)３、６

新株予約権の行使期間 ※ 2026年６月27日 ～ 2034年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 99,000 [495]
資本組入額 49,500 [247.5]
(注)６

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するもの
とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５

※ 最近事業年度の末日(2025年６月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の

前月末現在にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、

その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式１株、本書提出日の前

月末現在は当社普通株式200株とする。

２．当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調

整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約
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権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て

る。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率

３．当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円

未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行

使に基づく新株の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新株発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行な

う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社

子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならな

い。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由

があると認めた場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権の行使は、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。ただし、

取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(4) 本新株予約権の行使は、１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないも

のとする。

(5) 権利者が１個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される

株式数は整数でなければならず、１株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないも

のとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

(6) 新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当した場合、本新株予約権に係る権利行使請求権を喪失する。

① 禁錮以上の刑に処された場合

② 当社の就業規則に定める懲戒処分を受けた場合

③ 当社の書面による承諾を事前に得ることなく当社の同業他社の役職員に就いた場合

④ 書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨申し出た場合

⑤ 在任・在職中に故意又は過失により過去及び将来にわたり当社に損害を与え若しくは信用を毀損したと

取締役会が認めた場合

⑥ 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分

を受けた場合

⑦ 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切

手が不渡りとなった場合

⑧ 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他こ

れらに類する手続開始の申立があった場合

⑨ 新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

⑩ 新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団凖構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他

暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)で

あること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明

した場合

５．当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存

する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下

の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会

社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交

付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
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組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で調整された数とする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記(注)３で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の

効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使すること

ができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記(注)４に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する

資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社

となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会

決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無

償で新株予約権を取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)４に定める新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなっ

た場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は、無償で新株予約権を取得

することができる。

６．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。
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第６回新株予約権

決議年月日 2025年３月５日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 １
当社監査役 ２
当社従業員 12

新株予約権の数(個) ※ 281 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式 281 [56,200] (注)２、６

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 99,000 [495] (注)３、６

新株予約権の行使期間 ※ 2027年３月６日 ～ 2035年３月５日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 99,000 [495]
資本組入額 49,500 [247.5]
(注)６

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要するもの
とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

(注)５

※ 最近事業年度の末日(2025年６月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の

前月末現在にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、

その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １～６．「第５回新株予約権」の(注)１～６．に記載の内容と同様であります。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円)

2019年９月21日
(注)１

19,800 20,000 ― 10,000 ― ―

2025年12月８日
(注)２

3,980,000 4,000,000 ― 10,000 ― ―

(注) １．株式分割(１：100)によるものであります。

２．株式分割(１：200)によるものであります。

(4) 【所有者別状況】

2026年４月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人

その他
計

個人以外 個人

株主数
(人)

― ― ― 1 ― ― 7 8 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― 16,000 ― ― 24,000 40,000 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 40.0 ― ― 60.0 100.0 ―

(注) 2025年12月８日付で株式１株につき200株の分割を行っております。
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(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

40,000
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であり、単元株
式数は100株であります。4,000,000

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 4,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 40,000 ―

(注) 2025年12月８日付で株式１株につき200株の分割を行っております。また、2025年12月８日付の臨時株主総会に

よる定款変更により、１単元を100株とする単元株制度を採用しております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

３ 【配当政策】

当社は、経営成績、財務状況及び事業環境等を総合的に勘案し、企業価値向上につながる積極的な成長投資を優先

したうえで、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。

当社は東京証券取引所グロース市場への上場を予定しており、現在は中長期的な企業価値向上に向け、サービス及

び機能拡充に係る開発投資並びに人材投資等を積極的に推進すべき成長フェーズにあると認識しております。特に、

当社は同取引所が定めるグロース市場の上場維持基準である時価総額100億円の達成を重要な経営課題の一つと位置付

けており、その達成に向け、持続的な成長及び企業価値向上に資する成長投資を優先的に実施してまいります。

一方で、当社は継続的に利益及びキャッシュ・フローを創出できる事業基盤を有しており、成長投資を阻害しない

範囲かつ余剰キャッシュ・フローの範囲内において、その成果を株主の皆様へ適切に還元していくことが、資本市場

からの信頼醸成及び中長期的な企業価値向上につながるものと考えております。

上場前の第９期及び第10期には、それぞれ12百万円の配当を実施しております。これらは上述の基本方針を踏まえ、

成長投資を阻害しない範囲で実施したものであり、株主還元と成長投資とのバランスを重視する当社の資本政策を継

続的に実践してきたものと位置付けております。

今後の配当につきましては、継続的な利益成長に伴う配当の実施を想定しておりますが、最終的な配当金額につい

ては、事業計画の進捗、経営環境及び財務状況等を総合的に勘案のうえ決定してまいります。また、将来的には、上

記基本方針に基づく安定的かつ継続的な株主還元を実現するため、配当性向を指標とした配当方針の導入を検討して

おります。現時点において具体的な数値目標は定めておりませんが、株主還元と中長期的な成長投資との適切なバラ

ンスを踏まえ、検討してまいります。

内部留保資金につきましては、財務体質の強化に加え、サービス及び機能拡充に向けた開発投資、人材投資等、持

続的な成長及び企業価値向上に資する施策に活用してまいります。

なお、剰余金の配当につきましては、期末配当の年１回を基本方針としており、その決定機関は取締役会でありま

す。また、当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨

を定款に定めております。

第10期の事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円)

2025年９月18日
定時株主総会決議

12,000 600

(注) 2025年12月８日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますが、１株当たり配

当額については株式分割前の金額を記載しております。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現する」と

いうミッションのもと、SaaSソリューション事業を展開しております。この事業運営において、企業価値の最大

化を実現し、株主、顧客企業、取引先、従業員等のステークホルダーから信頼される企業であり続け、経営の機

動性、透明性及び健全性を高めるために、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内

体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社法に定める機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。強い

法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の健全性の確保と透明性

を高めるのに有効であると判断し監査役会設置会社を採用しております。

当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。

ａ．取締役会

取締役会は、常勤取締役３名と社外取締役(非常勤)１名で構成されており、原則として毎月１回の定時取締

役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な意思決定を行っております。取締役会では、

経営の最高意思決定機関として、法令・定款・取締役会規程に基づき重要な経営事項の審議・決議及び報告を

行うとともに、取締役間で相互に業務の執行を監督しております。

取締役会の議長は、代表取締役社長大江繭子が務めており、その他の構成員は、取締役赤松哲典、取締役森

下俊光、社外取締役吉富純一であります。また、社外監査役(常勤)成田勝範、社外監査役髙橋智、社外監査役

久礼美紀子が出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。
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当事業年度において、当社は取締役会を14回開催しており、各取締役及び各監査役の出席状況は以下のとお

りであります。

氏名 開催回数 出席回数

大江 繭子 14回 14回

赤松 哲典 14回 14回

森下 俊光 14回 14回

吉富 純一(注)１ 12回 12回

成田 勝範 14回 14回

髙橋 智(注)２ 12回 12回

久礼 美紀子(注)２ 12回 12回

(注) １．2024年９月19日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会

の出席状況を記載しております。

２．2024年９月19日開催の定時株主総会において監査役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会

の出席状況を記載しております。

当事業年度における具体的な検討内容は、月次決算や事業の進捗等の各種報告事項の確認、予算や事業計画

に関する事項、資金に関する事項、決算に関する事項等について審議し決議を行い、また事業報告・監査報告

等を行いました。

ｂ．監査役会

監査役会は、常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役

会は、原則として毎月１回定期的に開催するほか、重要な事項が発生した場合には、必要に応じて臨時監査役

会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。

なお、常勤監査役は、取締役会の他、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会といった重要な会議に常

時出席し、必要に応じて意見を述べております。また、監査計画に基づいて重要書類の閲覧や役職員への質問

などの監査を実施しており、発見された事項等を監査役会において共有・協議し実効的な監査を効率的に行う

よう努めております。さらに常勤監査役は、会計監査人及び内部監査担当と適宜、意見交換を行い、各監査の

状況を相互に共有して連携を図っております。

c．報酬委員会

当社は、取締役の役員報酬に関する諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、

社外取締役を委員長とし、代表取締役社長と社外監査役１名により構成され、取締役会の諮問機関として客観

的かつ公正な視点から、取締役に関する報酬制度及び個人ごとの報酬額の妥当性等について審議し、答申を行

っております。

提出日現在の構成員は、以下のとおりであります。

委員長 吉富 純一(社外取締役)

委員 大江 繭子(代表取締役社長)

委員 髙橋 智 (社外監査役)

ｄ．経営会議

経営会議は、常勤取締役、各部長及び常勤監査役で構成されております。経営会議は、原則として週１回開

催しており、その構成員は、代表取締役社長大江繭子を議長として、取締役赤松哲典、取締役森下俊光、常勤

監査役成田勝範、営業部長三浦東平となっております。経営会議は、経営全般に関して協議する他、日常業務

における各業務の情報交換を行い、業務の進捗状況を確認し、各部門との情報共有、タスク管理及びPDCA管理

の場として活発に討議しています。
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ｅ．リスク・コンプライアンス委員会

リスク・コンプライアンス委員会は、常勤取締役、各部長及び常勤監査役で構成されております。リスク・

コンプライアンス委員会は、原則として週１回開催しており、その構成員は、代表取締役社長大江繭子を議長

として、取締役赤松哲典、取締役森下俊光、常勤監査役成田勝範、営業部長三浦東平となっております。同委

員会では、当社提供システムや情報セキュリティに関する事項のほか、営業・開発・管理それぞれの課題や潜

在リスクを共有・協議するとともに、リスクの低減及び回避するために必要な対策を講じております。

ｆ．内部監査

当社は、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当２名による定期的な内部監査を実施しており、当該結果

については、代表取締役社長に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。内部監査担当及び監

査役は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行ってまいります。

また、監査を有効かつ効率的に進めるため、内部監査担当、監査役及び会計監査人は、定期的に意見交換を

行い、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有することで連携を図っております。

ｇ．会計監査人

当社は、みおぎ監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査が実施されております。

ｈ．顧問弁護士

当社は、顧問弁護士と顧問契約を締結しており、重要な契約、法的判断、知的財産及びコンプライアンスに

関する事項について相談し、助言ないし指導を受けております。

③ 企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備状況

当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレー

ト・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システムに関する基本方

針」を定めております。

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(ａ)当社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守して事業活動を行う企業文化を構築するため、コンプ

ライアンスに関する諸規程を制定し適正な運用を行うとともに、代表取締役は、コンプライアンスの重

要性が浸透するよう取締役及び使用人に啓蒙する。

(ｂ)コンプライアンス違反に対し、当社の取締役及び使用人等当社で就業するすべての者からの通報体制と

して内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、適正な運用を行う。

(ｃ)内部監査担当は内部監査規程に基づき、法令及び定款の遵守体制に関する監査を行い、その有効性につ

いて評価を行う。監査の結果、是正、改善の必要があるときは、直ちに代表取締役及び監査役に報告を

行う。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(ａ)取締役の職務執行に関する情報は、法令並びに取締役会規程及び文書保管管理規程に基づき適正に作成、

保存、管理する。

(ｂ)当社は、業務上取扱う情報については、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証基準及びプ

ライバシーマーク認証基準に準拠した体制を整備し、運用する。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ａ)当社のリスク管理体制強化のためにリスク・コンプライアンス管理規程を制定し、リスク評価及び対応

は、管理担当部門が推進する。

(ｂ)当社は、リスク・コンプライアンス委員会において、各種リスク管理の方針等について審議等を行い、

重要事項は必要に応じて取締役会に報告を行う。
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(ｃ)内部監査担当は、内部監査規程に基づきリスク管理体制に対し監査を行い、その有効性について評価す

る。体制や運用方法について改善の必要があるときは、直ちに代表取締役及び監査役に報告を行う。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ａ)定款及び取締役会規程に基づき、適正に取締役会を運営し、取締役会は、原則として毎月１回、その他

必要に応じて随時開催する。

(ｂ)取締役会は、取締役会規程に則り経営上の重要事項の決議を行うとともに、業務の執行状況等の報告及

び協議を行う。

(ｃ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程、職務権限規

程及び稟議規程等を制定し、適正に運用する。

(ｄ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、経営にかかわる業務執行上の重要

事項については、代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役及び重要な使用人から構成され

る経営会議において審議、報告を行う。経営会議は、原則として毎週１回、その他必要に応じて随時開

催する。

ｅ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(ａ)監査役は、監査の実効性の確保の観点から、監査役の職務を補助するための使用人(以下「補助使用人」

という。)を設置することを取締役会に対して要請することができる。

(ｂ)監査役は、補助使用人を設置する場合には、補助使用人の業務の遂行、仕事量、人事評価等を含め、働

きやすい環境が確保されるよう努める。

(ｃ)補助使用人の人選、人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査役の同意権、補助使用人に対する監

査役の指揮命令権等について、監査役は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分に留意す

る。

ｆ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(ａ)監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、重要な会議等

に出席する。

(ｂ)監査役は、取締役のほか、コンプライアンスやリスク管理を所管する管理部門、その他内部統制機能を

所管する部門から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受ける。

(ｃ)内部通報窓口担当部門は、内部通報制度の通報内容及び状況を直ちに監査役に報告を行う。

(ｄ)内部監査担当は、監査役に対しその監査計画及び監査結果について定期的に報告を行い、監査役は必要

に応じて調査を求める。

(ｅ)内部監査担当は、監査役に対しその監査計画及び監査結果について定期的に報告を行い、監査役は必要

に応じて調査を求める。

(ｆ)監査役は取締役と協議し、監査役に報告を行った者又は内部通報制度における通報を行った者が、当該

報告又は通報を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備す

る。

ｇ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ａ)監査役は、定期・不定期を問わず、代表取締役等と意見交換を行い、意思疎通を図る。

(ｂ)監査役は、内部監査担当との十分な連携を図る。

(ｃ)監査役は、職務の執行について生ずる費用について、代表取締役と協議のうえあらかじめ予算に計上し、

緊急又は臨時に支出した費用と合わせて当該費用を、会社から前払又は償還を受けることができる。

(ｄ)監査役は、必要に応じて弁護士等外部専門家の意見を徴することができる。
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ｈ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

(ａ)「コンプライアンス行動規範」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とし

た態度をもって対応し、反社会的勢力との関係を一切遮断することを宣言している。

(ｂ)反社会的勢力対策規程を定め、反社会的勢力とは一切関係もしくは取引しないことを周知徹底し、万一

反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、弁護士及び警察等と連携し毅然とした姿勢で組織的に

対応する。

ロ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、前記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システム構築の基本方針に基づき、適

切な整備とその運用に努めております。当会計年度における当該体制の運用状況は以下のとおりです。

ａ．全般

当社では、上記の「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、取締役会及び経営会議等の重要会議

の運営、組織・体制の整備、コンプライアンスの遵守、リスク管理、監査役監査の実効性の確保等につい

ての取組みを実施しております。また、内部統制システムについては、取締役会等の重要会議において、

継続的に経営上の課題を検討し、また必要に応じて社内規程及び業務の見直しを行うことによって、その

実効性の向上を図っております。

ｂ．取締役の職務執行

当社では、原則として毎月１回開催される定時取締役会及び必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し

ております。取締役会では、取締役より業務管理状況及び業務執行状況の報告が行われており、経営にお

ける重要事項の審議・決議を行っております。

ｃ．コンプライアンスについて

当社は、当社の使用人に対し、社内研修の実施を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的

に行っております。また、当社は内部通報制度規程により相談・通報体制を設けることで、コンプライア

ンスの実効性向上に努めております。

ハ．リスク管理体制の整備の状況

経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部

の専門家に照会を行った上で対処するとともに、取締役会に報告しその対応策について協議しております。

また、情報システムの保護について最大限の注意を払っており、プライバシーマークや情報セキュリティマ

ネジメントシステムであるISMS(ISO27001)認証を取得することで、情報システムの取り扱いに関する運用を徹

底しております。

④ 取締役の定数

当社の取締役は７名以下とする旨を定款に定めております。

⑤ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。
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⑦ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、定款において、会社法第426条第１項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役

(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第１項の損害賠償責任について、取締役会の決議によって、法令の

定める限度額の範囲内で免除することができることとしております。当該責任免除が認められるのは、当該取締

役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。これは、

取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。

⑧ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役及び社外取締役は、会社法並びに当社の定款の定めに基づき、損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。当該責任限定契約に基づく賠償責任額の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役及

び監査役の最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監

査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。これは、社外取締

役及び社外監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。

⑨ 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険

料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負う

こと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社

が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率 28.6％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
大江 繭子 1973年10月18日

1996年４月 西松建設株式会社 入社

2000年９月 株式会社ネットシーズ 入社

2016年８月 当社入社 営業部長

2019年７月 当社取締役COO兼営業部長

2022年７月 当社取締役CFO兼管理部長

2023年10月 当社代表取締役社長(現任)

(注)３ 1,260,000

取締役COO

兼開発部長
赤松 哲典 1980年８月18日

2003年５月 株式会社ブイキューブ 入社

2006年５月 株式会社デジレントサーブ 入社

2011年２月 株式会社ネクストステップ(現 株式会社イング)入

社

2015年４月 同社取締役

2021年１月 当社入社 開発部長

2021年３月 当社取締役開発部長

2022年７月 当社取締役COO兼開発部長(現任)

(注)３ 172,000

取締役CFO

兼管理部長
森下 俊光 1973年10月９日

1998年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

2002年４月 公認会計士登録

2003年11月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入

所

2016年７月 株式会社スタジオアタオ 取締役

2016年９月 株式会社ZAIZEN 取締役

2017年９月 株式会社ハウテレビジョン 監査役

2019年５月 株式会社アンバランス(現 株式会社UNBALANCE)

取締役

2023年10月 当社取締役

2024年７月 当社取締役CFO兼管理部長(現任)

2025年４月 株式会社ハウテレビジョン取締役監査等委員(現

任)

(注)３ -

取締役 吉富 純一 1963年６月15日

1987年４月 和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

2012年１月 株式会社日本ビジネスイノベーション 取締役

2012年７月 株式会社JYソリューション設立 代表取締役(現任)

2013年３月 コンバーションテクノロジー株式会社(現 株式会

社エアトリCXOサロン)監査役

2013年７月 ティ.アール.アイ株式会社 取締役(現任)

2014年８月 コンバージョンテクノロジー株式会社(現 株式会

社エアトリCXOサロン)取締役

2020年６月 株式会社アクシスパートナーズ 取締役

2021年１月 当社取締役

2021年12月 株式会社インタースペース 監査役

2022年６月 株式会社JCDソリューション(現 株式会社トップヒ

ルズ) 取締役監査等委員

2022年12月 株式会社インタースペース取締役監査等委員(現

任)

2023年11月 株式会社ECXグループ 取締役(現任)

2024年３月 株式会社BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS

監査役(現任)

2024年９月 当社取締役(現任)

2024年12月 株式会社スタートアップクラス 監査役(現任)

(注)３ -
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

常勤監査役 成田 勝範 1956年10月11日

1980年４月 山一證券株式会社 入社

1998年３月 ジャパン・アセット・マネジメント株式会社(現

アルゴジャパン・アセットマネジメント株式会

社） 入社

2001年１月 グローバル債権回収株式会社(現 株式会社レーサ

ム) 入社

2003年４月 同社常勤監査役

2015年11月 株式会社ユビニティー(現 株式会社ムダカラ) 入

社

2016年４月 同社常勤監査役

2021年12月 当社常勤監査役(現任)

(注)４ -

監査役 髙橋 智 1972年３月17日

1995年４月 株式会社かずさアカデミアパーク 入社

2004年４月 株式会社ワークスアプリケーションズ 入社

2005年７月 デンタルサポート株式会社 入社

2006年９月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)入社

2010年８月 株式会社アクロスザシー設立 代表取締役(現任)

2014年10月 株式会社アイリッジ監査役

2016年６月 株式会社IROYA監査役

2016年10月 株式会社シェアードリサーチ 監査役(現任)

2017年８月 室町ケミカル株式会社 監査役

2018年７月 株式会社ウォームライト(現 株式会社ボーンマー

ク) 監査役

2022年８月 室町ケミカル株式会社 取締役監査等委員(現任)

2023年３月 株式会社UNBALANCE 監査役

2023年12月 株式会社レッドクリフ 監査役(現任)

2024年９月 当社監査役(現任)

2024年９月 株式会社ジーネクスト 取締役(現任)

(注)４ -

監査役 久礼 美紀子 1978年10月27日

2001年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

2007年９月 弁護士登録

2007年９月 AZX総合法律事務所 入所

2009年２月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 入所

2015年９月 株式会社バリューデザイン 監査役

2017年11月 株式会社Kids Smile Project(現 株式会社Smile

Project) 監査役

2019年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー

2023年５月 同所 カウンセル

2024年９月 当社監査役(現任)

2025年１月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー(現

任)

(注)４ -

計 1,432,000

(注) １．取締役 吉富純一氏は、社外取締役であります。

２．監査役 成田勝範氏、髙橋智氏、久礼美紀子氏は社外監査役であります。

３．2025年12月８日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までであります。

４．2025年12月８日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までであります。

５．久礼美紀子の(礼)は、常用漢字で記載しており、戸籍の表記と異なります。



― 63 ―

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と認識してお

ります。本書提出日現在、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、

社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な実務経験や幅広い見識に基づき、経営上

の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバ

ナンスを健全に機能させることが役割と考えております。当社は社外取締役及び社外監査役の選任についての独

立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を

参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、上記基準に照らし独立性に問

題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

社外取締役 吉富純一は、証券会社にて主に上場推進業務に従事した後、IPO支援サービスを提供する会社の代

表や複数の企業での社外取締役・社外監査役経験があり、豊富な経験と幅広い専門知識を有していることから、

社外取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を90個(新

株予約権の目的となる株式の数18,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又

は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 成田勝範は、証券会社や複数の企業での常勤監査役として実務経験があり、コンプライアンスや

コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有していることから、常勤監査役として適任であると判断

し、選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を10個(新株予約権の目的となる株式の数

2,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は

ありません。

社外監査役 髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表や上場企業での管理部門責任者及び複数の企業

での社外監査役・社外取締役経験があり、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有していることから、

監査役として適任であると判断し、選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を３個(新株予

約権の目的となる株式の数600株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引

関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 久礼美紀子は、複数の企業での社外監査役としての実務経験と弁護士として培われた法務及び知

的財産に関する専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として適任であると判断し、選任してお

ります。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を３個(新株予約権の目的となる株式の数600株)保有しており

ますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外役員は、取締役会もしくは監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとと

もに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名により構成されており、３名全員が社外監

査役であります。監査役会の議長は、常勤監査役である成田勝範が務めており、その他の構成員は社外監査役髙

橋智、社外監査役久礼美紀子であります。監査役３名は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べておりま

す。常勤監査役は原則、毎週開催される経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会に出席したり、内部監査

にも同席したりすることで、日常的にリスク管理や法令遵守の状況をモニタリングし監査する体制を整備してお

ります。各監査役は、原則として毎月１回開催される監査役会にこれらの情報共有を図ると共に、取締役会議案

の適法性等について監査を行っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画に基づき監査を実施し、取

締役等への意見聴取を行っております。

監査役は会計監査人、内部監査担当と定期的に会合を行い、各監査の状況や結果等について情報交換を行うな

ど、相互連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

なお、当社は2024年９月に監査役会設置会社に移行しております。当事業年度においては監査役会を合計10回

開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

常勤監査役(社外) 成田 勝範 10回 10回

監査役(社外) 髙橋 智 10回 10回

監査役(社外) 久礼 美紀子 10回 10回

監査役会においては、主に、監査計画及び監査方針の策定、監査結果の報告、監査上の重要事項についての協

議及び検討、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の評価等を行っております。また、

内部監査担当及び会計監査人との連携を図ることで、会計監査、各部署の監査を効果的に実施しております。常

勤監査役の活動としては、取締役会等の重要な会議への出席、代表取締役社長等との面談、重要な決裁書類等の

閲覧等を行っております。

② 内部監査の状況

当社は、小規模組織であることに鑑み、独立した内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役社長が指

名した内部監査担当２名が担当しております。なお、内部監査担当は他部門を兼務しておりますが、自部門の内

部監査には加わらず自己監査を回避する体制をとっております。内部監査実施後、作成された内部監査報告書は、

代表取締役社長に提出され、改善すべき事項が発見された場合には、代表取締役社長名にて被監査部門に対して

業務改善命令書を通知します。被監査部門長は改善命令のあった事項について、業務改善実施報告書を代表取締

役社長及び内部監査担当に提出し、内部監査担当はその改善状況を確認します。内部監査の結果は、内部監査担

当から取締役会に報告しております。

また、内部監査担当は、監査役会及び会計監査人と連携し、三者間で定期的に会合を開催して課題・改善事項

等の情報共有を図るとともに、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

③ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

みおぎ監査法人

ｂ．継続監査期間

２年間

ｃ．業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 横手 宏典

指定社員 業務執行社員 渡邉 健悟

なお、継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。
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ｄ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士３名

ｅ．監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有し、当社の事業内容を十分に理解したうえで、効率的かつ

適切な監査業務を実施できる規模を備えていること、万全な監査体制が整備されていること、さらに監査範囲

や監査スケジュール等の具体的な監査計画及び監査費用が合理的かつ妥当であることを総合的に評価し、当該

監査法人を選定いたしました。

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、上述「監査法人の選定方針と理由」に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査

活動等を通じ、経営者・経理担当・内部監査担当等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に

行われているかという観点で評価した結果、みおぎ監査法人は会計監査人として適格であると判断しておりま

す。

④ 監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

最近事業年度の前事業年度 最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

8,500 - 10,000 -

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ａ.を除く)

該当事項はありません。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、過年度の会計監査の職務遂行

状況及び報酬額の推移などを確認し、当社の規模における当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討し

たうえで、監査役会の同意のもとに決定する方針であります。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、当該事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積もられた報酬額に関する会計監

査人の説明をもとに、前事業年度の実績の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると

判断したため、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(a) 報酬の基本方針

当社の取締役の報酬は、月例の基本報酬のみとし、地位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業

員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

取締役の報酬の額は、2025年９月18日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議しております。

監査役の報酬の額は、2022年３月30日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。

各監査役の具体的な報酬の額については、業務分担等を勘案し、株主総会において承認された総額の範囲内で、

監査役会の協議により決定しております。

(b) 報酬の決定手続

当社は、2026年３月６日に、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化すること

を目的として、取締役会の下に任意の報酬委員会を設置し、報酬決定の客観性、透明性及び公正性を確保する体

制を整備いたしました。報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役社長と社外監査役１名により構成

される諮問機関です。取締役の報酬制度に関する方針、各取締役の報酬水準及び個人別報酬額等について、取締

役会は報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて決定します。監査役の報酬は監査役会の協議を経て決定してお

ります。

なお、報酬委員会設置前においては、各取締役の具体的な報酬額について、代表取締役社長が業務全般を統括

していることから、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長

大江繭子が、個人別報酬の決定方針に基づき決定しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

52,350 52,350 - - 3

監査役
(社外監査役を除く。)

750 750 - - 1

社外役員 8,640 8,640 - - 4

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期財務諸表の作成方法について

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

いて作成しております。

なお、当社の中間財務諸表は、第１種中間財務諸表であります。

(3) 当社の四半期財務諸表は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に基づいて作成しております。

２．監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(2023年７月１日から2024年６月30日ま

で)及び当事業年度(2024年７月１日から2025年６月30日まで)の財務諸表について、みおぎ監査法人による監査を受

けております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年７月１日から2025年12月31日

まで)に係る中間財務諸表について、みおぎ監査法人による期中レビューを受けております。

(3) 当社は、第３四半期会計期間(2026年１月１日から2026年３月31日まで)及び第３四半期累計期間(2025年７月１日

から2026年３月31日まで)に係る四半期財務諸表について、みおぎ監査法人による期中レビューを受けております。

３．連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期連結財務諸表について

連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適

切に把握できる体制を整備するため、外部機関が開催する会計基準等に関する研修に参加するとともに、必要に応じ

て、監査法人との協議を実施しております。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 374,655 689,358

売掛金及び契約資産 ※ 33,459 ※ 49,569

仕掛品 1,447 243

前渡金 14,215 11,698

前払費用 8,680 10,877

その他 37 440

貸倒引当金 △56 △74

流動資産合計 432,438 762,112

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 63,711 63,711

減価償却累計額 △1,872 △6,377

建物附属設備（純額） 61,838 57,334

工具、器具及び備品 5,829 6,475

減価償却累計額 △1,743 △3,085

工具、器具及び備品（純額） 4,085 3,389

有形固定資産合計 65,924 60,723

無形固定資産

のれん 1,596 －

顧客関連資産 2,794 －

特許権 212 170

商標権 367 296

ソフトウエア 34,008 30,493

ソフトウエア仮勘定 － 1,343

無形固定資産合計 38,979 32,304

投資その他の資産

出資金 100 100

繰延税金資産 32,230 32,712

敷金 65,842 65,842

投資その他の資産合計 98,172 98,654

固定資産合計 203,076 191,682

資産合計 635,515 953,794
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(単位：千円)

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 25,392 28,040

短期借入金 － 14,999

１年内返済予定の長期借入金 47,772 26,796

未払金 14,146 18,020

未払費用 41,487 29,114

未払法人税等 13,766 106,630

契約負債 146,727 198,283

預り金 5,414 4,766

賞与引当金 1,101 3,552

その他 16,195 32,543

流動負債合計 312,004 462,746

固定負債

長期借入金 92,359 25,115

資産除去債務 46,497 47,227

固定負債合計 138,856 72,342

負債合計 450,860 535,089

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

利益剰余金

利益準備金 － 1,200

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 174,654 407,505

利益剰余金合計 174,654 408,705

株主資本合計 184,654 418,705

純資産合計 184,654 418,705

負債純資産合計 635,515 953,794
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【中間貸借対照表】

(単位：千円)

当中間会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 765,355

売掛金及び契約資産 59,106

仕掛品 170

前渡金 14,211

前払費用 12,783

その他 492

貸倒引当金 △86

流動資産合計 852,034

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 63,711

減価償却累計額 △8,629

建物附属設備（純額） 55,082

工具、器具及び備品 6,475

減価償却累計額 △3,799

工具、器具及び備品（純額） 2,675

有形固定資産合計 57,757

無形固定資産

特許権 149

商標権 260

ソフトウエア 34,768

ソフトウエア仮勘定 845

無形固定資産合計 36,024

投資その他の資産

出資金 100

繰延税金資産 26,065

敷金 65,842

投資その他の資産合計 92,007

固定資産合計 185,789

資産合計 1,037,823
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(単位：千円)

当中間会計期間
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 22,539

短期借入金 4,997

１年内返済予定の長期借入金 25,366

未払金 11,731

未払費用 24,212

未払法人税等 88,986

契約負債 179,022

預り金 5,206

賞与引当金 3,366

その他 21,813

流動負債合計 387,241

固定負債

長期借入金 13,990

資産除去債務 47,598

固定負債合計 61,588

負債合計 448,829

純資産の部

株主資本

資本金 10,000

利益剰余金 578,993

株主資本合計 588,993

純資産合計 588,993

負債純資産合計 1,037,823
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② 【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

売上高 ※１ 749,483 ※１ 1,021,723

売上原価 150,182 263,554

売上総利益 599,300 758,169

販売費及び一般管理費 ※２、※３ 437,835 ※２、※３ 388,786

営業利益 161,464 369,382

営業外収益

受取利息及び受取配当金 461 448

ポイント還元収入 1,279 1,194

補助金収入 1,000 －

その他 11 1

営業外収益合計 2,751 1,643

営業外費用

支払利息 2,067 1,855

その他 124 96

営業外費用合計 2,191 1,952

経常利益 162,025 369,074

特別損失

固定資産除却損 ※４ － ※４ 54

本社移転費用 ※５ 16,847 ※５ －

特別損失合計 16,847 54

税引前当期純利益 145,177 369,019

法人税、住民税及び事業税 33,507 123,450

法人税等調整額 6,275 △482

法人税等合計 39,783 122,968

当期純利益 105,393 246,051
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【売上原価明細書】

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 18,060 10.6 29,521 10.5

Ⅱ 経費 ※１ 153,013 89.4 251,806 89.5

当期総製造費用 171,073 100.0 281,327 100.0

仕掛品期首棚卸高 ― 1,447

合計 171,073 282,775

仕掛品期末棚卸高 1,447 243

他勘定振替高 ※２ 19,443 18,978

売上原価 150,182 263,554

(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

システム利用料 109,815 175,068

外注費 24,886 45,282

※２ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

ソフトウエア仮勘定 19,443 12,792

研究開発費 - 6,185

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
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【中間損益計算書】

(単位：千円)
当中間会計期間

(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

売上高 594,284

売上原価 143,673

売上総利益 450,611

販売費及び一般管理費 ※ 171,602

営業利益 279,009

営業外収益

受取利息及び受取配当金 538

ポイント還元収入 184

その他 20

営業外収益合計 743

営業外費用

支払利息 415

為替差損 1,347

その他 10

営業外費用合計 1,773

経常利益 277,979

税引前中間純利益 277,979

法人税、住民税及び事業税 89,043

法人税等調整額 6,647

法人税等合計 95,691

中間純利益 182,288
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本

合計

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越

利益剰余金

当期首残高 10,000 69,260 69,260 79,260 79,260

当期変動額

当期純利益 105,393 105,393 105,393 105,393

当期変動額合計 － 105,393 105,393 105,393 105,393

当期末残高 10,000 174,654 174,654 184,654 184,654

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本

合計利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越

利益剰余金

当期首残高 10,000 － 174,654 174,654 184,654 184,654

当期変動額

剰余金の配当 △12,000 △12,000 △12,000 △12,000

利益準備金の積立 1,200 △1,200 － － －

当期純利益 246,051 246,051 246,051 246,051

当期変動額合計 － 1,200 232,851 234,051 234,051 234,051

当期末残高 10,000 1,200 407,505 408,705 418,705 418,705
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 145,177 369,019

減価償却費 40,023 21,882

賞与引当金の増減額（△は減少） 247 2,451

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56 18

受取利息及び受取配当金 △461 △448

支払利息 2,067 1,855

固定資産除却損 - 54

本社移転費用 16,847 -

売上債権の増減額（△は増加） △6,475 △16,110

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,447 1,204

前渡金の増減額（△は増加） △14,215 2,516

前払費用の増減額（△は増加） 10,401 △2,197

仕入債務の増減額（△は減少） 9,520 2,648

未払金の増減額（△は減少） 7,715 3,873

未払費用の増減額（△は減少） 16,261 △12,267

契約負債の増減額（△は減少） 51,570 51,556

預り金の増減額（△は減少） △166 △648

その他 △37,029 16,674

小計 240,093 442,085

利息及び配当金の受取額 461 448

利息の支払額 △1,947 △1,962

法人税等の支払額 △39,480 △30,586

営業活動によるキャッシュ・フロー 199,126 409,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △20,474 △864

無形固定資産の取得による支出 △19,890 △9,195

敷金の回収による収入 5,175 -

敷金の差入による支出 △65,842 -

役員に対する貸付による支出 △80,000 -

役員に対する貸付金の回収による収入 80,000 -

その他 0 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,032 △10,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 - 20,000

短期借入金の返済による支出 - △5,001

長期借入れによる収入 80,000 -

長期借入金の返済による支出 △34,974 △88,220

配当金の支払額 - △12,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 45,026 △85,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,120 314,703

現金及び現金同等物の期首残高 231,534 374,655

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 374,655 ※ 689,358
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【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
当中間会計期間

(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 277,979

減価償却費 8,767

賞与引当金の増減額（△は減少） △185

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11

受取利息及び受取配当金 △538

支払利息 415

売上債権の増減額（△は増加） △9,536

棚卸資産の増減額（△は増加） 72

前渡金の増減額（△は増加） △2,513

前払費用の増減額（△は増加） △1,906

仕入債務の増減額（△は減少） △5,501

未払金の増減額（△は減少） △6,289

未払費用の増減額（△は減少） △4,921

契約負債の増減額（△は減少） △19,261

預り金の増減額（△は減少） 439

その他 △10,411

小計 226,620

利息及び配当金の受取額 538

利息の支払額 △395

法人税等の支払額 △106,687

営業活動によるキャッシュ・フロー 120,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出 △9,521

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △10,002

長期借入金の返済による支出 △12,555

配当金の支払額 △12,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75,996

現金及び現金同等物の期首残高 689,358

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 765,355
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【注記事項】

(重要な会計方針)

前事業年度(自2023年７月１日 至2024年６月30日)

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 ８～18年

工具、器具及び備品 ３～10年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。自社利用ソフトウエアについては社内における利用可能期間(５年)に基づいて

おります。

顧客関連資産及びのれんについては、３年の均等償却を行っております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1) SaaSサービス

当社は、主な収益をSaaSサービスから生じる収益と認識しております。SaaSサービスにおいては、顧客との

契約に基づき契約期間にわたりサービスを提供する義務を負っており、これらに関する業務を履行義務として

識別しております。当該義務の履行により、顧客が便益を享受することから、一定の期間にわたり収益を認識

する方法としております。

(2) 機能追加開発サービス

機能追加開発においては、当社が提供するチャットボットシステム及びFAQシステムの利用に際し、顧客の要

望に基づく機能追加等の開発業務を行う義務を負っております。当該義務の履行により、資産の価値が増加し、

当該資産が生じることから、当該義務は一定の期間にわたり充足される履行義務に該当すると判断しておりま

す。

このため、当社は、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき、一定の期間にわた

り収益を認識しております。進捗度の見積りは、各報告期間の期末までに発生した実績工数が、契約全体で見

込まれる総工数に占める割合に基づき算定しております。

なお、契約の取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれるまでの期間がごく短期間と見込まれる

開発案件については、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足

した時点で収益を認識しております。
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５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

当事業年度(自2024年７月１日 至2025年６月30日)

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 ８～18年

工具、器具及び備品 ３～10年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。自社利用ソフトウエアについては社内における利用可能期間(５年)に基づいて

おります。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1) SaaSサービス

当社は、主な収益をSaaSサービスから生じる収益と認識しております。SaaSサービスにおいては、顧客との

契約に基づき契約期間にわたりサービスを提供する義務を負っており、これらに関する業務を履行義務として

識別しております。当該義務の履行により、顧客が便益を享受することから、一定の期間にわたり収益を認識

する方法としております。

(2) 機能追加開発サービス

機能追加開発においては、当社が提供するチャットボットシステム及びFAQシステムの利用に際し、顧客の要

望に基づく機能追加等の開発業務を行う義務を負っております。当該義務の履行により、資産の価値が増加し、

当該資産が生じることから、当該義務は一定の期間にわたり充足される履行義務に該当すると判断しておりま

す。

このため、当社は、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき、一定の期間にわた

り収益を認識しております。進捗度の見積りは、各報告期間の期末までに発生した実績工数が、契約全体で見

込まれる総工数に占める割合に基づき算定しております。

なお、契約の取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれるまでの期間がごく短期間と見込まれる

開発案件については、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足
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した時点で収益を認識しております。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(重要な会計上の見積り)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。

(未適用の会計基準等)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員会)等

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全て

のリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえ

た検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の

全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、

IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要であることを目指したリース会計基準等が公

表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナ

ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係

る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

2028年６月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
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(貸借対照表関係)

※ 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、以下のとおりでありま

す。

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

売掛金 33,097千円 49,569千円

契約資産 361 〃 ― 〃

(損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項 (収益認識関係) １．顧客との契約から生じる収益を分

解した情報」に記載しております。

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

広告宣伝費 86,381千円 65,349千円

役員報酬 66,740 〃 61,740 〃

給料手当 67,167 〃 64,763 〃

賞与引当金繰入額 843 〃 2,456 〃

減価償却費 30,233 〃 10,579 〃

地代家賃 50,535 〃 51,167 〃

貸倒引当金繰入額 56 〃 54 〃

おおよその割合

販売費 35.4％ 34.8％

一般管理費 64.6％ 65.2％

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

5,000千円 6,207千円

※４ 固定資産除却損

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

工具、器具及び備品 －千円 54千円

※５ 本社移転費用

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

本社移転に伴うものであり、その内訳は、原状回復費用及び固定資産除却損であります。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 20,000 ― ― 20,000

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当事業年度
末残高
(千円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

ストック・オプションと
しての第１回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第２回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第３回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第４回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第５回新株予約権

－ － － － － －

合計 － － － － －

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年９月19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 12,000 600 2024年６月30日 2024年９月27日

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 20,000 ― ― 20,000

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。
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３．新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高

(千円)当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

ストック・オプションと
しての第１回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第２回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第３回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第４回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第５回新株予約権

－ － － － － －

ストック・オプションと
しての第６回新株予約権

－ － － － － －

合計 － － － － －

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年９月19日
定時株主総会

普通株式 12,000 600 2024年６月30日 2024年９月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年９月18日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 12,000 600 2025年６月30日 2025年９月19日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

現金及び預金 374,655千円 689,358千円

現金及び現金同等物 374,655千円 689,358千円

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

１年内 67,723 67,723

１年超 95,941 28,218

合計 163,664 95,941
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(金融商品関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資金運用については、余剰資金を事業に投資するまでの待機資金と位置づけ、その流動性を維持するた

め、短期的な預金等に限定しております。また、資金調達については、必要に応じて金融機関からの借入を行っ

ております。投機目的のデリバティブ取引に関しては行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、回収までの期間をおおむね１ヶ月として

おり、貸倒実績率も低いものとなっております。

敷金は、本社オフィスの賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金を調達したものであり、返済期間は、決算日後５年以内であり

ます。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権は、与信管理規程に従い、管理部が取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

敷金については、必要に応じて管理部が財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握を行い、リスク軽減を

図っています。

② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

営業債務については支払管理表、借入金については返済計画表を作成・更新するとともに、手許流動性の把

握等により流動性リスクを管理しています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

敷金 65,842 53,960 △11,881

資産計 65,842 53,960 △11,881

長期借入金(※１) 140,131 139,429 △701

負債計 140,131 139,429 △701

※１ １年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

２ 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等については、現金であること、又は短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

(注１) 金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 374,655 － － －

売掛金 33,459 － － －

敷金 - － － 65,842

合計 408,114 － － 65,842

(注２) 長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 47,772 47,393 31,425 9,888 3,653 －

合計 47,772 47,393 31,425 9,888 3,653 －

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分

時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 53,960 － 53,960

資産計 － 53,960 － 53,960

長期借入金(※) － 139,429 － 139,429

負債計 － 139,429 － 139,429

※ １年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金

合理的に見積った返済期日までの将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートで割り引いた現在価値によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入れを実行した場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社の資金運用については、余剰資金を事業に投資するまでの待機資金と位置づけ、その流動性を維持するた

め、短期的な預金等に限定しております。また、資金調達については、必要に応じて金融機関からの借入を行っ

ております。投機的なデリバティブ取引に関しては行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、回収までの期間をおおむね１ヶ月として

おり、貸倒実績率も低いものとなっております。

敷金は、本社オフィスの賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金を調達したものであり、返済期間は、決算日後５年以内であり

ます。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権は、与信管理規程に従い、管理部が取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

敷金については、必要に応じて管理部が財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握を行い、リスク軽減を

図っています。
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② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

営業債務については支払管理表、借入金については返済計画表を作成・更新するとともに、手許流動性の把

握等により流動性リスクを管理しています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

敷金 65,842 52,234 △13,607

資産計 65,842 52,234 △13,607

長期借入金(※１) 51,911 51,283 △627

負債計 51,911 51,283 △627

※１ １年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

２ 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等については、現金であること、又は短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

(注１) 金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 689,358 － － －

売掛金 49,569 － － －

敷金 － － － 65,842

合計 738,927 － － 65,842

(注２) 長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 26,796 15,984 6,108 3,023 － －

合計 26,796 15,984 6,108 3,023 － －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分

時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 52,234 － 52,234

資産計 － 52,234 － 52,234

長期借入金(※) － 51,283 － 51,283

負債計 － 51,283 － 51,283

※ １年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金

合理的に見積った返済期日までの将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートで割り引いた現在価値によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入れを実行した場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 １名
当社従業員 ３名

社外協力者 ４名
当社取締役 ４名
当社監査役 ３名
当社従業員 12名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注)１、
２

普通株式138,000株 普通株式68,000株 普通株式20,000株

付与日 2019年９月21日 2019年９月21日 2021年12月29日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
自 2021年９月22日
至 2029年９月21日

自 2019年９月22日
至 2029年９月21日

自 2023年12月30日
至 2031年12月29日

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名
当社監査役 ３名
当社従業員 12名

当社取締役 ２名
当社従業員 ８名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注)１、
２

普通株式24,000株 普通株式304,000株

付与日 2022年12月16日 2024年６月27日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
自 2024年12月16日
至 2032年12月15日

自 2026年６月27日
至 2034年６月26日

(注) １．株式数に換算しております。

２．2025年12月８日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っており、上記ストッ

ク・オプションの数は当該分割を反映して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

前事業年度(2024年６月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。
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① ストック・オプションの数

第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

権利確定前(株)

前事業年度末 － － 16,000

付与 － － －

失効 － － 800

権利確定 － － －

未確定残 － － 15,200

権利確定後(株)

前事業年度末 138,000 68,000 －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 138,000 68,000 －

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利確定前(株)

前事業年度末 24,000 －

付与 － 304,000

失効 3,000 －

権利確定 － －

未確定残 21,000 304,000

権利確定後(株)

前事業年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 － －

(注) 2025年12月８日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の株式分割を行っており、当該株式分割後

の株式数に換算して記載しております。
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② 単価情報

第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

権利行使価格(円) 25 25 495

行使時平均株価(円) － － －

付与日における公正な評
価単価(円)

－ － －

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利行使価格(円) 495 495

行使時平均株価(円) － －

付与日における公正な評
価単価(円)

－ －

(注) 2025年12月８日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の株式分割を行っており、当該株式分割後

の価格に換算して記載しております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション付与時点において、当社は未公開会社であり、付与時点におけるストック・オプションの

公正な評価単価を合理的に見積もることができないため、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値をもっ

てストック・オプションの評価単価としております。

なお、本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案して算

定した価格を用いております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合

計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

当事業年度末における本源的価値の合計額 96,820千円

当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権

利行使日における本源的価値の合計額
－千円
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当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 １名
当社従業員 ３名

社外協力者 ４名
当社取締役 ４名
当社監査役 ３名
当社従業員 12名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注)１、
２

普通株式138,000株 普通株式68,000株 普通株式20,000株

付与日 2019年９月21日 2019年９月21日 2021年12月29日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
自 2021年９月22日
至 2029年９月21日

自 2019年９月22日
至 2029年９月21日

自 2023年12月30日
至 2031年12月29日

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名
当社監査役 ３名
当社従業員 12名

当社取締役 ２名
当社従業員 ８名

当社取締役 １名
当社監査役 ２名
当社従業員 12名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注)１、
２

普通株式24,000株 普通株式304,000株 普通株式56,200株

付与日 2022年12月16日 2024年６月27日 2025年３月６日

権利確定条件

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

「第４ 提出会社の状
況１株式等の状況 (2)
新株予約権等の状況」
に記載のとおりであり
ます。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
自 2024年12月16日
至 2032年12月15日

自 2026年６月27日
至 2034年６月26日

自 2027年３月６日
至 2035年３月５日

(注) １．株式数に換算しております。

２．2025年12月８日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っており、上記ストッ

ク・オプションの数は当該分割を反映して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(2025年６月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。
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① ストック・オプションの数

第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

権利確定前(株)

前事業年度末 － － 15,200

付与 － － －

失効 － － 4,000

権利確定 － － －

未確定残 － － 11,200

権利確定後(株)

前事業年度末 138,000 68,000 －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 18,000 － －

未行使残 120,000 68,000 －

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

権利確定前(株)

前事業年度末 21,000 304,000 －

付与 － － 56,200

失効 9,000 10,000 －

権利確定 － － －

未確定残 12,000 294,000 56,200

権利確定後(株)

前事業年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

(注) 2025年12月８日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の株式分割を行っており、当該株式分割後

の株式数に換算して記載しております。



― 94 ―

② 単価情報

第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

権利行使価格(円) 25 25 495

行使時平均株価(円) － － －

付与日における公正な評価
単価(円)

－ － －

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

第６回
新株予約権

権利行使価格(円) 495 495 495

行使時平均株価(円) － － －

付与日における公正な評価
単価(円)

－ － －

(注) 2025年12月８日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の株式分割を行っており、当該株式分割後

の価格に換算して記載しております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション付与時点において、当社は未公開会社であり、付与時点におけるストック・オプションの

公正な評価単価を合理的に見積もることができないため、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値をもっ

てストック・オプションの評価単価としております。

なお、本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案して算

定した価格を用いております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合

計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

当事業年度末における本源的価値の合計額 88,360千円

当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権

利行使日における本源的価値の合計額
－千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

繰延税金資産

未払事業税 1,518 千円 9,816 千円

賞与引当金 380 〃 1,228 〃

未払費用 59 〃 189 〃

資産除去債務 16,083 〃 16,732 〃

顧客関連資産 6,665 〃 4,123 〃

のれん 3,807 〃 2,355 〃

ソフトウエア 9,814 〃 7,482 〃

フリーレント賃借料 9,435 〃 5,570 〃

繰延税金資産合計 47,763 千円 47,500 千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △15,532 千円 △14,787 千円

繰延税金負債合計 △15,532 千円 △14,787 千円

繰延税金資産純額 32,230 千円 32,712 千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

法定実効税率 34.6 ％ 34.6 ％

(調整)

税額控除 △4.0 ％ △1.0 ％

住民税均等割等 0.0 ％ 0.0 ％

評価性引当額の増減 △2.6 ％ - ％

中小企業の税率差異 △0.5 ％ △0.2 ％

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 - ％ △0.1 ％

その他 △0.1 ％ △0.0 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.4 ％ 33.3 ％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和７年法律第13号)が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026

年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年７月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税

金負債については、法定実効税率を34.6％から35.4％に変更し計算しております。

この税率変更による影響は軽微であります。
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(資産除去債務関係)

前事業年度(2024年６月30日)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は当該使用見込期間に応じた国債の利回りを参考に資産除去債

務の金額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 -千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 46,195〃

時の経過による調整額 302〃

期末残高 46,497千円

当事業年度(2025年６月30日)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は当該使用見込期間に応じた国債の利回りを参考に資産除去債

務の金額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 46,497千円

時の経過による調整額 729 〃

期末残高 47,227千円
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(収益認識関係)

前事業年度(自2023年７月１日 至2024年６月30日)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

(単位：千円)

チャットボットシステム

FAQシステム
その他 合計

ストック型収益(注１) 706,400 24,970 731,370

フロー型収益(注２) 14,603 3,509 18,112

合計 721,003 28,479 749,483

顧客との契約から生じる
収益

721,003 28,479 749,483

外部顧客への売上高 721,003 28,479 749,483

注１．主に自動更新条項があり、継続的な収益獲得を前提とした契約であります。チャットボットシステム及び

FAQシステムの月額利用、年契約、その他コンテンツ提供サービス等の契約を含めております。

２．継続的な収益獲得を前提としない契約であります。チャットボットシステム及びFAQシステムの初期設定

費用、機能追加開発、その他コンテンツ制作等の契約を含めております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)５．収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末に

おいて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位：千円)
当事業年度

(2024年６月30日)

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 26,983

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 33,097

契約資産(期首残高) -

契約資産(期末残高) 361

契約負債(期首残高) 95,156

契約負債(期末残高) 146,727

契約資産は、チャットボットシステム及びFAQシステムの機能追加開発を行う契約について、期末日時点で履行

義務を充足しているが未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当

社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、顧客からチャットボットシステム及びFAQシステムの契約期間分の料金を一括で受領すること等に

よる前受収益で、サービス提供期間にわたり、売上への振替がなされます。当事業年度の期首現在の契約負債残

高は、おおむね当事業年度の収益として認識しており、繰り越された金額に重要性はありません。当事業年度中

における契約負債の増減は主に契約件数の純増による増加額が、収益の認識による減少額を上回ったことによる

ものです。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社は、残存履行義務に配分した取引価格について、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約が

ないため、記載を省略しております。
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当事業年度(自2024年７月１日 至2025年６月30日)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりますが、

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

(単位：千円)
チャットボットシステム

FAQシステム
その他 合計

ストック型収益(注１) 958,267 24,933 983,201

フロー型収益(注２) 33,581 4,940 38,522

合計 991,849 29,874 1,021,723

顧客との契約から生じる
収益

991,849 29,874 1,021,723

外部顧客への売上高 991,849 29,874 1,021,723

(注) １．主に自動更新条項があり、継続的な収益獲得を前提とした契約であります。チャットボットシステム及び

FAQシステムの月額利用、年契約、その他コンテンツ提供サービス等の契約を含めております。

２．継続的な収益獲得を前提としない契約であります。チャットボットシステム及びFAQシステムの初期設定費

用、機能追加開発、その他コンテンツ制作等の契約を含めております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)５．収益及び費

用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末に

おいて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位：千円)
当事業年度

(2025年６月30日)

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 33,097

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 49,569

契約資産(期首残高) 361

契約資産(期末残高) -

契約負債(期首残高) 146,727

契約負債(期末残高) 198,283

契約資産は、チャットボットシステム及びFAQシステムの機能追加開発を行う契約について、期末日時点で履行

義務を充足しているが未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当

社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

契約負債は、顧客からチャットボットシステム及びFAQシステムの契約期間分の料金を一括で受領すること等に

よる前受収益で、サービス提供期間にわたり、売上への振替がなされます。当事業年度の期首現在の契約負債残

高は、おおむね当事業年度の収益として認識しており、繰り越された金額に重要性はありません。当事業年度中

における契約負債の増減は主に契約件数の純増による増加額が、収益の認識による減少額を上回ったことによる

ものです。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社は、残存履行義務に配分した取引価格について、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約が

ないため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

(単位：千円)

SaaSソリューション事業 全社・消去 合計

当期償却額 9,713 - 9,713

当期末残高 1,596 - 1,596

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

(単位：千円)

SaaSソリューション事業 全社・消去 合計

当期償却額 1,596 - 1,596

当期末残高 - - -

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員
主要株主
(注)１

西田省人 － －
当社

代表取締役
社長

－
資金の
貸付

資金の貸付
(注)２

30,000

－ －
貸付金の返済
(注)２

30,000

受取利息
(注)２

160 － －

役員
主要株主

大江繭子 － －
当社

代表取締役
社長

(被所有)
直接 31.5
間接 40.0

資金の
貸付

資金の貸付
(注)３

50,000

－ －
貸付金の返済
(注)３

50,000

受取利息
(注)３

288 － －

(注) １．西田省人は2023年９月26日逝去のため、同日をもって代表取締役社長を退任しております。

２．当社は、西田省人に対し、個人的資金需要(治療費)を資金使途とする資金の貸付を行っております。貸付金

利は所得税基本通達に基づき設定しております。当初の返済条件は期間５年、元利金一括返済としており、

本貸付に係る担保は受け入れておりません。

３．当社は、大江繭子に対し、西田省人から当社株式の取得を資金使途とする資金の貸付を行っております。貸

付金利は所得税基本通達に基づき設定しております。当初の返済条件は期間５年、元利金一括返済としてお

り、本貸付に係る担保は受け入れておりません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

１株当たり純資産額 46.16円 104.68円

１株当たり当期純利益 26.35円 61.51円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります

項目
前事業年度

(自2023年７月１日
至2024年６月30日)

当事業年度
(自2024年７月１日
至2025年６月30日)

当期純利益(千円) 105,393 246,051

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 105,393 246,051

普通株式の期中平均株式数(株) 4,000,000 4,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権５種類(新株予約権の数
2,731個)
なお、新株予約権の概要は「第４
提出会社の状況１ 株式等の状況
(2) 新株予約権等の状況 ① スト
ック・オプション制度の内容」に記
載のとおりであります。

新株予約権６種類(新株予約権の数
2,807個)
なお、新株予約権の概要は「第４
提出会社の状況１ 株式等の状況
(2) 新株予約権等の状況 ① スト
ック・オプション制度の内容」に記
載のとおりであります。

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度末

(2024年６月30日)
当事業年度末

(2025年６月30日)

純資産の部の合計額(千円) 184,654 418,705

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 184,654 418,705

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

4,000,000 4,000,000
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(重要な後発事象)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．株式分割及び単元株制度の採用

当社は、2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式

分割を行っております。また、2025年12月８日開催の臨時株主総会決議で定款変更が決議され、同日付で単元株式

数を100株とする単元株制度を採用しております。

(1) 株式分割及び単元株制度の採用の目的

株式分割により投資単位あたりの金額を引き下げ、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的

としております。

(2) 株式分割の概要

① 株式分割の方法

2025年12月７日の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、普通株式１株につき200株の割合をもって分割

いたしました。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 20,000株

今回の株式分割により増加する株式数 3,980,000株

株式分割後の発行済株式総数 4,000,000株

株式分割後の発行可能株式総数 16,000,000株

③ 株式分割の日程

基準日 2025年12月７日

効力発生日 2025年12月８日

④ １株当たり情報に及ぼす影響

「１株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる

影響については、当該箇所に反映しております。

(3) 単元株制度の採用

単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。

２．株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 変更の理由

株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2025年12月８日を効力発生日として、当社定款の一

部を変更しております。

(2) 定款変更の内容

今回の株式分割に伴い、変更の内容は以下のとおりです。（下線は変更箇所）

現行定款 変更後定款

(発行可能株式総数)

第６条 当会社の発行可能株式総数は、2,000,000株とす

る。

(発行可能株式総数)

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とす

る。
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(3) 定款変更の日程

株主総会決議日 2025年12月８日

効力発生日 2025年12月８日

３．その他

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
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【注記事項】

(中間損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

広告宣伝費 33,170 千円

役員報酬 32,340 〃

給料手当 26,528 〃

賞与引当金繰入額 4,619 〃

減価償却費 3,054 〃

地代家賃 22,353 〃

貸倒引当金繰入額 56 〃

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。

当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

現金及び預金 765,355千円

現金及び現金同等物 765,355千円

(株主資本等関係)

当中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年９月18日
定時株主総会

普通株式 12,000 600.00 2025年６月30日 2025年９月19日 利益剰余金

(注)2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。１株当たり配当額につきまし

ては、当該株式分割前の金額を記載しております。

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下の

とおりであります。

当中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

(単位：千円)

チャットボットシステム

FAQシステム
その他 合計

ストック型収益(注１) 573,935 11,466 585,401

フロー型収益(注２) 8,202 680 8,883

顧客との契約から生じる収益 582,138 12,146 594,284

外部顧客への売上高 582,138 12,146 594,284

(注) １．主に自動更新条項があり、継続的な収益獲得を前提とした契約であります。チャットボットシステム及び

FAQシステムの月額利用、年契約、その他コンテンツ提供サービス等の契約を含めております。

２．継続的な収益獲得を前提としない契約であります。チャットボットシステム及びFAQシステムの初期設定費

用、機能追加開発、その他コンテンツ制作等の契約を含めております。
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

当中間会計期間

(自 2025年７月１日

至 2025年12月31日)

１株当たり中間純利益 45円57銭

(算定上の基礎)

中間純利益(千円) 182,288

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る中間純利益(千円) 182,288

普通株式の期中平均株式数(株) 4,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末

から重要な変動があったものの概要

－

(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。当中間会計期間の期首

において当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間純利益を算定しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略し

ております。

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額

当期償却額
差引当期末

残高

有形固定資産

建物附属設備 63,711 － － 63,711 6,377 4,504 57,334

工具、器具及び備品 5,829 864 219 6,475 3,085 1,506 3,389

有形固定資産計 69,541 864 219 70,186 9,463 6,010 60,723

無形固定資産

のれん 29,083 － － 29,083 29,083 1,596 －

顧客関連資産 50,917 － － 50,917 50,917 2,794 －

特許権 337 － － 337 166 42 170

商標権 715 － － 715 419 71 296

ソフトウエア 57,352 7,851 － 65,203 34,710 11,366 30,493

ソフトウエア仮勘定 － 12,792 11,448 1,343 － － 1,343

無形固定資産計 138,405 20,644 11,448 147,600 115,296 15,871 32,304

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 業務用PC購入 864千円

ソフトウエア 機能追加 7,851千円

ソフトウエア仮勘定 機能追加 12,792千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 業務用PCの廃棄 219千円

ソフトウエア仮勘定 ソフトウエア等への振替 11,448千円

【社債明細表】

該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 － 14,999 1.72 －

１年以内に返済予定の長期借入金 47,772 26,796 1.55 －

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

92,359 25,115 1.41
2026年７月１日～
2029年１月４日

合計 140,131 66,910 － －

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の

総額

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 15,984 6,108 3,023 －

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目 当期首残高 当期増加額
当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金 56 74 － 56 74

賞与引当金 1,101 3,552 1,101 － 3,552

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載

を省略しております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 405

預金

普通預金 688,952

計 688,952

合計 689,358

② 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 6,847

株式会社野村総合研究所 2,320

ヤマト運輸株式会社 1,932

株式会社プレステージ・コアソリューション 1,300

トランス・コスモス株式会社 1,259

その他 35,908

合計 49,569

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)

(Ａ)

当期発生高(千円)

(Ｂ)

当期回収高(千円)

(Ｃ)

当期末残高(千円)

(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

33,459 1,123,247 1,107,137 49,569 95.7 13.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

③ 仕掛品

品名 金額(千円)

受託開発案件 243

合計 243
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④ 敷金

相手先 金額(千円)

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 65,842

合計 65,842

⑤ 買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

Amazon Web Services, Inc. 13,044

株式会社NTQジャパン 4,081

OpenAI, LLC 3,747

株式会社ハートビーツ 2,982

株式会社アイティーシー 1,685

その他 2,499

合計 28,040

⑥ 未払法人税等

品名 金額(千円)

法人税、住民税及び事業税 106,630

合計 106,630

⑦ 契約負債

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社法研 3,856

株式会社ドコモCS 3,425

楽天ペイメント株式会社 3,382

株式会社プロテリアル 3,373

兼松エレクトロニクス株式会社 3,285

その他 180,959

合計 198,283
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(3) 【その他】

最新の経営成績及び財政状態の概況

１．2026年５月14日開催の取締役会において承認された第11期第３四半期会計期間(2026年１月１日から2026年３

月31日まで)及び第11期第３四半期累計期間(2025年７月１日から2026年３月31日まで)に係る四半期財務諸表は

次のとおりであります。

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第３四半期会計期間
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 830,630

売掛金及び契約資産 81,863

仕掛品 276

前渡金 14,769

前払費用 15,149

その他 603

貸倒引当金 △96

流動資産合計 943,197

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 63,711

減価償却累計額 △9,755

建物附属設備(純額) 53,956

工具、器具及び備品 7,479

減価償却累計額 △4,080

工具、器具及び備品(純額) 3,399

有形固定資産合計 57,355

無形固定資産

特許権 138

商標権 242

ソフトウエア 41,143

ソフトウエア仮勘定 1,328

無形固定資産合計 42,853

投資その他の資産

出資金 100

繰延税金資産 23,746

敷金 65,842

投資その他の資産合計 89,688

固定資産合計 189,896

資産合計 1,133,094
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 28,885

短期借入金 20,000

1年内返済予定の長期借入金 21,156

未払金 14,158

未払費用 20,401

未払法人税等 79,610

契約負債 158,595

預り金 4,922

賞与引当金 7,212

その他 26,052

流動負債合計 380,995

固定負債

長期借入金 10,658

資産除去債務 47,783

固定負債合計 58,441

負債合計 439,436

純資産の部

株主資本

資本金 10,000

利益剰余金 683,657

株主資本合計 693,657

純資産合計 693,657

負債純資産合計 1,133,094
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(2)四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 2025年７月１日
至 2026年３月31日)

売上高 912,477

売上原価 219,169

売上総利益 693,308

販売費及び一般管理費 255,628

営業利益 437,679

営業外収益

受取利息及び受取配当金 1,559

ポイント還元収入 239

その他 20

営業外収益合計 1,820

営業外費用

支払利息 577

為替差損 1,570

その他 10

営業外費用合計 2,157

経常利益 437,342

税引前四半期純利益 437,342

法人税、住民税及び事業税 141,423

法人税等調整額 8,966

法人税等合計 150,390

四半期純利益 286,952
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(3)四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第３四半期累計期間に関する四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累

計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

当第３四半期累計期間
(自 2025年７月１日
至 2026年３月31日)

減価償却費 13,446千円

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等の注記)

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以

下のとおりであります。

当第３四半期累計期間(自 2025年７月１日 至 2026年３月31日)

(単位：千円)

チャットボットシステム

FAQシステム
その他 合計

ストック型収益(注１) 872,098 16,611 888,709

フロー型収益(注２) 23,087 680 23,767

顧客との契約から生じる収益 895,186 17,291 912,477

外部顧客への売上高 895,186 17,291 912,477

(注) １．主に自動更新条項があり、継続的な収益獲得を前提とした契約であります。チャットボットシステム及び

FAQシステムの月額利用、年契約、その他コンテンツ提供サービス等の契約を含めております。

２．継続的な収益獲得を前提としない契約であります。チャットボットシステム及びFAQシステムの初期設定費

用、機能追加開発、その他コンテンツ制作等の契約を含めております。



― 116 ―

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

当第３四半期累計期間

(自 2025年７月１日

至 2026年３月31日)

１株当たり四半期純利益 71円74銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 286,952

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 286,952

普通株式の期中平均株式数(株) 4,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度

末から重要な変動があったものの概要

－

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。当四半期累計期間の期

首において当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年７月１日から翌年６月30日まで

定時株主総会 毎年９月

基準日 毎年６月30日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日
毎年12月31日
毎年６月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え(注)１

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所(注)１ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料(注)２ 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は電子公告としております。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による電子公告をすることが
できない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
当社の公告掲載URLは次のとおりです。
https://chatplus.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) １ 当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に

規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

２ 単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手

数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

３ 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

該当事項はありません。



― 119 ―

第四部 【株式公開情報】

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動
年月日

移動前
所有者の

氏名又は名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の

提出会社との
関係等

移動後
所有者の氏名
又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の

提出会社との
関係等

移動株数
(株)

価格(単価)
(円)

移動理由

2023年
９月５日

西田 省人
神奈川県藤
沢市

特別利害関
係者等(当社
の代表取締
役 社 長、 大
株主上位 10
名)

大江 繭子
東京都千代
区

特別利害関
係者等(当社
の 取 締 役、
大株主上位
10名)

2,000,000
55,936,000

(27.97)
(注４)

株式移動前
所有者の売
却意向によ
る

2024年
６月30日

大江 繭子
東京都千代
区

特別利害関
係者等(当社
の代表取締
役 社 長、 大
株主上位 10
名)

赤松 哲典
神奈川県横
浜市旭区

特別利害関
係者等(当社
の取締役)

172,000
無償

(注５)

役員に対す
る経営参画
意識向上の
ため

2024年
６月30日

大江 繭子
東京都千代
区

特別利害関
係者等(当社
の代表取締
役 社 長、 大
株主上位 10
名)

西田 厚生
神奈川県藤
沢市

当社の代表
取締役社長
の二親等内
の姻族

344,000
無償

(注５)
親族間移動
(注６)

2024年
６月30日

大江 繭子
東京都千代
区

特別利害関
係者等(当社
の代表取締
役 社 長、 大
株主上位 10
名)

西田 幸子
神奈川県藤
沢市

特別利害関
係者等当社
の(監査役)
、当社の代
表取締役社
長の二親等
内の姻族

172,000
無償

(注５)
親族間移動
(注６)

2024年
６月30日

大江 繭子
東京都千代
区

特別利害関
係者等(当社
の代表取締
役 社 長、 大
株主上位 10
名)

古市 直子
東京都目黒
区

当社の代表
取締役社長
の二親等内
の姻族

172,000
無償

(注５)
親族間移動
(注６)

2024年
６月30日

大江 繭子
東京都千代
区

特別利害関
係者等(当社
の代表取締
役 社 長、 大
株主上位 10
名)

西田 大翔
東京都文京
区

当社の代表
取締役社長
の二親等内
の姻族

140,000
無償

(注５)
親族間移動
(注６)

2024年
６月30日

大江 繭子
東京都千代
区

特別利害関
係者等(当社
の代表取締
役 社 長、 大
株主上位 10
名)

西田 美朝
東京都文京
区

当社の代表
取締役社長
の二親等内
の姻族

140,000
無償

(注５)
親族間移動
(注６)

(注) １．当社は、株式会社東京証券取引所グロースへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場

規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度

(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業

年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して２年前の日(2023年７月１日)から上場日の前日までの期間に

おいて、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使

を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第

231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとすると

されております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に

ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事

務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該

記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所

は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ

とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上

記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引

参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま

す。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等によ

り総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその
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役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格算定方式は次のとおりです。

純資産価額方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

５．無償譲渡によるものであります。

６．大江繭子が西田省人から取得した当社株式10,000株(株式分割前)について、西田省人の逝去後、親族間での

協議の結果、無償譲渡により移転したものであります。なお、移動後の所有者は大江繭子の配偶者であった

西田省人の血族であります。

７．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行

っており、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を

記載しております。
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第２ 【第三者割当等の概況】

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 新株予約権① 新株予約権②

発行年月日 2024年６月27日 2025年３月６日

種類
第５回新株予約権

(ストック・オプション)
第６回新株予約権

(ストック・オプション)

発行数 普通株式304,000株 普通株式56,200株

発行価格 495円 495円

資本組入額 247.5円 247.5円

発行価額の総額 150,480,000円 27,819,000円

資本組入額の総額 75,240,000円 13,909,500円

発行方法

2024年６月27日開催の臨時株主総会に
おいて、会社法第236条、第238条及び
第239条の規定に基づく新株予約権の
付与(ストック・オプション)に関する
決議を行っております。

2025年３月５日開催の臨時株主総会に
おいて、会社法第236条、第238条及び
第239条の規定に基づく新株予約権の
付与(ストック・オプション)に関する
決議を行っております。

保有期間等に関する確約 － (注)２

(注) １．第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定

める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第272条の規定において、

新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬と

して新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員

等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当

該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うもの

とし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理

の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は2025年６月30日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業

員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日

又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．発行価格は、ＤＣＦ法により算定した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ

ります。
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新株予約権① 新株予約権②

行使時の払込金額 １株につき495円 １株につき495円

行使期間
自 2026年６月27日
至 2034年６月26日

自 2027年３月６日
至 2035年３月５日

行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者
(以下「新株予約権者」とい
う。)は、権利行使時におい
ても、当社又は当社子会社の
取締役、監査役、従業員、顧
問、社外協力者その他これに
準ずる地位を有していなけれ
ばならない。ただし、新株予
約権者が任期満了により退任
又は定年退職した場合、ある
いは取締役会が正当な理由が
あると認めた場合はこの限り
ではない。

(2) 新株予約権の行使は、当社普
通株式がいずれかの金融商品
取引所に上場することを条件
とする。ただし、取締役会が
正当な理由があると認めた場
合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者が死亡した場
合、その相続人による新株予
約権の権利行使は認めないも
のとする。

(4) その他の新株予約権の行使の
条件は、当社と対象者との間
で締結した「新株予約権割当
契約書」に定める。

(1) 新株予約権の割当を受けた者
(以下「新株予約権者」とい
う。)は、権利行使時におい
ても、当社又は当社子会社の
取締役、監査役、従業員、顧
問、社外協力者その他これに
準ずる地位を有していなけれ
ばならない。ただし、新株予
約権者が任期満了により退任
又は定年退職した場合、ある
いは取締役会が正当な理由が
あると認めた場合はこの限り
ではない。

(2) 新株予約権の行使は、当社普
通株式がいずれかの金融商品
取引所に上場することを条件
とする。ただし、取締役会が
正当な理由があると認めた場
合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者が死亡した場
合、その相続人による新株予
約権の権利行使は認めないも
のとする。

(4) その他の新株予約権の行使の
条件は、当社と対象者との間
で締結した「新株予約権割当
契約書」に定める。

新株予約権の譲渡に関する
事項

当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。

当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。

５．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分

割を行っており、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は、当該株式分割後の「発行数」、

「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
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２ 【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の職業及び
事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

赤松 哲典 神奈川県横浜市旭区 会社役員 120,000
59,400,000

(495)
特別利害関係者等
(当社の取締役)

森下 俊光 東京都練馬区 会社役員 120,000
59,400,000

(495)
特別利害関係者等
(当社の取締役)

(注) １．新株予約権の取得者である当社従業員（特別利害関係を除く）７名、割当株式総数54,000株に関する記載は

省略しております。

２. 退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

３．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行

っており、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を

記載しております。

新株予約権②

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の職業及び
事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

大江 繭子 東京都千代田区 会社役員 31,000
15,345,000

(495)

特別利害関係者等
(大株主上位10名)

(当社の代表取締役社長)

髙橋 智 千葉県千葉市中央区 会社役員 600
297,000

(495)
特別利害関係者等
(当社の監査役)

久礼 美紀子 東京都世田谷区 会社役員 600
297,000

(495)
特別利害関係者等
(当社の監査役)

(注) １．新株予約権の取得者である当社従業員（特別利害関係を除く）11名、割当株式総数23,000株に関する記載は

省略しております。

２. 退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

３．2025年11月20日開催の取締役会決議により、2025年12月８日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行

っており、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を

記載しております。

３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。
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第３ 【株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

マネーストレージ株式会社 ※
１、２

東京都千代田区神田神保町２-10-31
IWビル１F

1,600,000 35.08

大江 繭子 ※１、３ 東京都千代田区
1,335,000
(75,000)

29.27
(1.64)

西田 厚生 ※１ 神奈川県藤沢市 344,000 7.54

赤松 哲典 ※１、４ 神奈川県横浜市旭区
314,000

(142,000)
6.89

(3.11)

西田 幸子 ※１ 神奈川県藤沢市 172,000 3.77

古市 直子 ※１ 東京都目黒区 172,000 3.77

西田 大翔 ※１ 東京都文京区 140,000 3.07

西田 美朝 ※１ 東京都文京区 140,000 3.07

森下 俊光 ※４ 東京都練馬区
120,000

(120,000)
2.63

(2.63)

－ ※６ －
50,000

(50,000)
1.10

(1.10)

－ ※６ －
40,000

(40,000)
0.88

(0.88)

－ ※６ －
27,800

(27,800)
0.61

(0.61)

－ ※６ －
24,000

(24,000)
0.53

(0.53)

吉富 純一 ※４ 東京都江東区
18,000

(18,000)
0.39

(0.39)

大越 正規 東京都港区
18,000

(18,000)
0.39

(0.39)

竹内 義博 東京都調布市
16,000

(16,000)
0.35

(0.35)

－ ※６ －
7,400

(7,400)
0.16

(0.16)

－ ※６ －
4,000

(4,000)
0.09

(0.09)

－ ※６ －
3,000

(3,000)
0.07

(0.07)

成田 勝範 ※５ 東京都江戸川区
2,000

(2,000)
0.04

(0.04)

－ ※６ －
2,000

(2,000)
0.04

(0.04)

－ ※６ －
2,000

(2,000)
0.04

(0.04)

－ ※６ －
1,000

(1,000)
0.02

(0.02)

－ ※６ －
1,000

(1,000)
0.02

(0.02)

－ ※６ －
1,000

(1,000)
0.02

(0.02)

－ ※６ －
1,000

(1,000)
0.02

(0.02)

－ ※６ －
1,000

(1,000)
0.02

(0.02)
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氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

－ ※６ －
1,000

(1,000)
0.02

(0.02)

－ ※６ －
1,000

(1,000)
0.02

(0.02)

－ ※６ －
1,000

(1,000)
0.02

(0.02)

髙橋 智 ※５ 千葉県千葉市中央区
600

(600)
0.01

(0.01)

久礼 美紀子 ※５ 東京都世田谷区
600

(600)
0.01

(0.01)

計
4,560,400
(560,400)

100.0
(12.29)

(注) １．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

２．「氏名又は名称」の欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。

※１特別利害関係者等(大株主上位10名)

※２特別利害関係者等(役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社)

※３特別利害関係者等(当社代表取締役社長)

※４特別利害関係者等(当社取締役)

※５特別利害関係者等(当社監査役)

※６当社従業員

３．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

４．退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。



― 126 ―

独立監査人の監査報告書

2026年６月４日

チャットプラス株式会社

取締役会 御中

みおぎ監査法人

東京都千代田区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 横手 宏典

指定社員
業務執行社員

公認会計士 渡邉 健悟

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるチャットプラス株式会社の2023年７月１日から2024年６月30日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について

監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、チャッ

トプラス株式会社の2024年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外

の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2026年６月４日

チャットプラス株式会社

取締役会 御中

みおぎ監査法人

東京都千代田区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 横手 宏典

指定社員
業務執行社員

公認会計士 渡邉 健悟

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるチャットプラス株式会社の2024年７月１日から2025年６月30日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明

細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、チャッ

トプラス株式会社の2025年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外

の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間財務諸独立監査人の中間財務諸独立監査人の中間財務諸独立監査人の中間財務諸独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー表に対する期中レビュー表に対する期中レビュー表に対する期中レビュー表に対する期中レビュー報告書報告書報告書報告書報告書

2026年６月４日

チャットプラス株式会社

取締役会 御中

みおぎ監査法人

東京都千代田区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 横手 宏典

指定社員
業務執行社員

公認会計士 渡邉 健悟

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているチャットプラス

株式会社の2025年７月１日から2026年６月30日までの第11期事業年度の中間会計期間(2025年７月１日から2025年12月31

日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記に

ついて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、チャットプラス株式会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点にお

いて認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人として

のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。



独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 

 

2026年６月４日 

チャットプラス株式会社 

 取 締 役 会   御 中 

 

み お ぎ 監 査 法 人  

 東京都千代田区  

 指 定 社 員 
公認会計士    横手 宏典 

 業務執行社員 

    
 指 定 社 員 

公認会計士    渡邉 健悟 
 業務執行社員 

 

 

監査人の結論 

当監査法人は、有価証券届出書の「経理の状況」のその他に掲げられているチャットプラス株式

会社の 2025 年７月１日から 2026 年６月 30 日までの第 11 期事業年度の第３四半期会計期間（2026

年１月１日から 2026 年３月 31 日まで）及び第３四半期累計期間（2025 年７月１日から 2026 年３

月 31 日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記

について期中レビューを行った。 

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引

所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四

半期財務諸表に関する会計基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかった。 

 

監査人の結論の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中

レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レ

ビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す

る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が

国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して四半期財務諸

表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成

することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準

第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に

基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。  
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四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立

の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビ

ューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続そ

の他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表に

おいて、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国におい

て一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して作成されていないと

信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起

すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・  四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成

基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計

基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レ

ビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上 
  

  

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。 
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